
甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
No 37 体系番号1 2-(1) i重点取組項目l-i市民要具会からの意見聴取i- 
抵当(部(局)・室・ 蝶)i市長喧籍組織都市戦略室シティプロモーション課 l作成責任者職氏名i課長山本丹- 
取組項目の名称 「甲府暮らしの便利帖」の協働発行 

取組項目の概要 
制度の変更や、新たな事業の情報を盛り込んだ碓もが読みやすい暮らしの便利帖を、市の財政負担が生じない民間協 

他事業として発行し、民間業者による全戸配付と魅入手続き暗に市民課窓口で配付する。 

取組項目の現状 
平成24年度に㈱N丁丁タウンページと3か年の協定を締結し、平成25年度に市の財政負担が生じない暮らしの便利帖を 

タウンページとの合冊により発行した。平成26・27 年度においては前年度の改訂版を発行し、近年の災害に対する市民意 

と探題 戦の高まりを受け、別冊付録として防1 災情報に特化した防災タウンページを発行した。 

協定期間の満了l こ伴い、双方に疑義が生じなかったため協定書に基づき協定期間を延長する。 

取組により期待 される効果 
市の財政負担が生じない民間共同事業として発行することで経費の削減が見込まれる。 

目標 ロ定量(単 位) 取組の 
B 

目標般定の 前年度の暮らしの便利帖をベースとし、より離もが読みやすい暮ら 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 しの便利帖を発行する。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
読みやすい紙面構成と 睨みやすい紙面構成と 読みやすい紙面構成と 

全戸配付・転入者配付 全戸配付"転入者配付 全戸配付・拡大者配付 

実 績 9月に全戸配布及び転入者へ随時配布 

取 組 の 

新規制度や事業、組織改編に対応した 新規制度や事業、組織改編に対応した 新規制度や事業、組織改編に対応した 

改訂版を、市民がより臨みやすい紙面橋 改訂版を、市民がより読みやすい紙面檎 改訂版を、市民がより読みやすい紙面梢 

戒で作成し、全戸配付するとともに転入 戒で作成し、全戸配付するとともに転入 戌で作成し、全戸配付するとともに転入 

年 度 計 画 

者へは窓口において配付する。 者へは窓口において配付する。 者へは窓口において配付する。 

上 
昨年度の「甲府暮らしの便利帖」の内 容をもとに、新年度における組織変更や 制度改正等の内容を踏まえた校正を行っ た。併せて、甲府市避難所マップが記載 

半 期 取 組 

された「防災タウンページ」の発行準備を 行い、印刷・発行及び配布業務を株式会 社N丁丁タウンページに依頼した。 

状 8月に印刷・発行の業務を完了。9月に 

況 

全戸配布を完了した。同時に転入者用の 便利帖を市民課窓口に毅置し、転入者に 配布している。 

取組状況 
議i順靭i欝i順調 

担当 粧進 担当 種進 

の評価 部局 本部 帥局 本部 

下半期に 向けでの 改善点等 

下 平成28年10月9日の協走期間の満 了に伴い、1年間の協定期間の延長を行 い、平成29年8月に発行する改訂版に向 けて、現在の便利帖を基に内容を校正 

半 し、編集業務を株式会社N丁丁タウンペー 

期 取 組 状 況 

ジに依頼した。 

取組状況 
離日 同軸i難ii醐 

担当 種進 捉当 推進 

の鮮価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鶉)丁4i鵜i丁4 

担当 推進 鰹当 経進 

の能価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点箪 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート

博. 38 体系番号1 2-(1) l重点取組項目l-1市民委員会からの意見聴取l- 
抵当(部(局)・窒" 課)i企画部企画総室地域振興課 作成責任者蹴氏名i課長依田幸二 

取組項目の名称 マウントピア黒平の施設利用者拡大 

取組項目の概要 施設の年間総利用者数の増加を図る。 

取組項目の現状 と課題 

マウントピア黒平 は、平成18年度から指定管理者制度を導入し、効率的な管理運営に努めているところであるが、年間 

利用者数は平成20年度の6.554人をピークに、ここ 数年は減少傾向(平成26年度=4,728人)にあることから、更なる利用 

者数の増加を図るため積極的なPR活動を行い、新規利用者等を確保する必要がある。 

取組により期待 利用者数の増加i ま、黒平地域の活性化に資する とともに、利用料金収入の増により、将来的には、指定管理委託料の波 

される効果 額が期待できる。 

目標 "定量(単位)総利用者数(人) 取組の 
A 

目標設定の 指定管理者の管理運営により、施設の効用を最大限に発揮するた 

区分 □ 難易度 理由・根拠 め。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 5,000人 5.100人 5,200人 

実 締費 4,815人 

取 組 の 

○夏休み期間及び秋の紅葉シーズンに ○夏休み期間及び秋の紅葉シーズンに ○夏休み期間及び秋の紅葉シーズンに 

向けた、インターネット、各種広報・宣伝 向けた、インターネット、各種広報"宣伝 向けた、インターネット、各種広報・宣伝 

媒体によるPR活動(4-10月) 媒体によるPR活動(4-10月) 媒体によるPR活動(4-10月) 

○イベント開催時の、インターネット、各種 ○イベント開催時の、インターネット、各種 ○イベント開催時の、インターネット、各種 

年 広報媒体、ダイレクトメールによるPR活 広報媒体、ダイレクトメールによるPR活 広報媒体、ダイレクトメールによるPR活 

度 動(4-3月) 動(4-3月) 動(4-3月) 

計 ○閑散期となる冬季に、黒平の冬の魅力 ○閑散期となる冬季に、黒平の冬の魅力 ○閑散期となる冬季に、黒平の冬の魅力 
画 

を発信(11-3月) を発信(11-3月) を発信(11-3月) 

上 
コテージ等の利用促進のため、夏休み や紅葉シーズンを迎えるにあたって、イン ターネット等によるPR活動を行った。 また、イベントの参加者促進のため、イ 

半 期 取 組 状 況 

ベント開催にあたってはインターネット や、各種広報媒体、ダイレクトメールによ るPR活動を行った。 

取組状況 
議i順調i薫別 順調 田園臆臆園音1動幽 担当 推進 

の辞任 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けでの 改善点等 

毎年、夏季のみに行っていた利用者ア ンケートを通年で実施し、利用者の声を 施散運営に活かしていく。 ホームページを充実する。 

下 イヘ 広絹 動を行 10 ◆ント開催時にインターネット、各種 媒体、ダイレクトメールによるPR清 一った。 月に実施した恒例の「ほうとう祭り」 

半 では、イベント参加者のためにバスを借 

期 取 組 状 

上げ送迎を行った。 また、コテージの利用者が減少する12 月と3月には、「みそづくり教室」を実施し 

況 黒平の冬の魅力の発信に努めた。 

取組状況 
端i順調i難i順調 

捉当 椎進 担当 種進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

造成度 
龍IT41鶉IT4 

’抵当 継進 担当 推進 

の評価 都局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点等 

インターネット等を利用し、マウントピア黒 平の魅力を効果的に発信していく。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
I血 39 体系番号i 2-(1) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取10 
担当(部(局)・窒・課)l企画部企画財政室行政改革課 作成責任者職氏名 撰長 有賀 研- 

取組項目の名称 新たな民間活用の推進 

取組項目の概要 
な’ な く、 し く な 公 - ス二つl 事 ♂ b 

日 田のノウハウ等 を積極的に活用する。 
′

っ こ 

取組項目の現状 と課題 
公的重任のあり方やチェック体制など、行政の役割や責任を見極める必要がある。 

取組により期待 民間事業者等の有する専門性や機動性、ノウハウを活用することにより、より-層の市民サービスの向上、事務事業の 

される効果 効率化及び経費節減が図られる。 

目標 □定量(単位) 取組の 
B 

目標肢定の 
民間活用の積極的な発掘を行う。 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 「民力活用に関する基本方針」の見直し 
「民力活用に関する基本方針」の見直し 関係部局への調査及び協議を行い、民 

及び民間活用を検討 間活用を検討・椎進 

実績 
甲府市PPP/P円手法導入優先的検討方 針及び甲府市P円活用指針を策定した。 

取 組 の 

○民間活用に関する本市の導入状況等 ○導入状況等を整理・分析、他市の状況 ○効率的・効果的に市民サービスを提供 

を整理・分析 等を珊査"研究を踏まえ、「民力活用に関 できる事業の新規委託化について、コス 

○他市の状況等を靭査・研究 する基本方針」の見直しを検討する。 ト比較、行政費任の確保及び組織体制へ 

○導入状況等の整理・分析、他都市の状 の反映等を検討し、関係部局等との脇腹 

年 況等の調査"研究を踏まえ、「民力活用に を行う中で、民間活用を推進する。 

度 計 画 

関する基本方針」の見直しを行う。 

上 
民力活用を推進し、公共施設等の整備 等に民間の資金、経営能力及び技術的 能力を活用していくことを目的として、 PPP/PFI手法の導入を優先的に検討し 

半 期 取 組 状 況 

ていくことを定める方針の策走に若手し、 他都市の状況把握や庁内ワーキンググ ループ会議の開催を行った。 

取組状況 
議i順調「難自 問 担当 種進 麟輩漢書臆臆臆音i動塞圏 

の評価 部局 本部 部局 木綿 

下半期に 向けての 改善点等 

下 多様な公民連携手法の積極的な導入 を図るため、「甲府市PPP/PFI手法導入 優先的検討方針」を策定した。 また、併せて、民間の資金等を活用し 

半 て公共施設等の整備等を行う手法である 

期 取 組 状 

PFIについて、本市での導入検討を行う 際のプロセスを示した「甲府市P円活用指 針」を策定するとともに、PPP/P円手法の 

況 

導入可否を審議する「甲府市PFI等検討 委貝会」を新たに設置した。 

取組状況 鞘i醐i難)憫 担当 種造 嬰当 推進 

の評価 部局 本部 郎局 本部 

違成度 
講IT41欝IT4 

捉当 准進 担当 涯進 

の評価 部局 本部 郎局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点篭 

甲府市PPP/PFI手法導入優先的検討 方針等の策定を通して新たな民間活用 手法の採用に賀する取組を行った-方 で、当初計画していた「民力活用に関す る基本方針」の見直しには至らなかった ため、来年度に見直しを検討する。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
肌 4O l体糸番号1 2-(1) l重点取組項目l-1市民委員会からの意見聴取l￣ 
担当(割く局)・至・陳)i環境部 廃棄物 対策室 減量諌 i作成責任者臓氏名 i課長 萩旧 賢二 

取組項目の名称 リサイクルプラザの施設利用者数拡大 

取組項目の概要 リサイクルプラザの年間総利用者数の増加を図る。 

取組項目の現状 と探題 
資源循環型社会の実現を目指し、頂境総台数育施設と 活動の推進等による利用促進に努めている。平成18年 る。また、当該施設の熱源を平成28年10月までに都市 られている。さらに、現在の指定管理者の期限が、平成2 

して碩境に関する情報の発信をはじめ、教育の場の提供、住民の自主的 度から指定管理者制度を導入し、閑散期における諸施策等を実施してい ガスに変更することから、さらなる経費の削減と利用料収入の増加が求め 8年度で終了することから、次期指定管理者の選定に当っては公募を原 

別に作業を進める。 

取組により期 待される効果 

経費の削減及び新規利用者の増加が図れる。 

目視 ■定量(単位)総利用者数(人) 取組の 
B 

目標設定の 
平成26年度の総利用者数64,171人 

区分 ロ定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 64.500人以上 65,000人以上 65.500人以上 

実 績 54.863人 

取 
○施設管理者と連携協議し、利用者の増加 0施設管理者と連携協渡し、利用者の増加 ○施設管理者と連携協願し、利用者の増加 

を図る を図る。 を回る。 

組 ・利用者アンケートの実施 ・利用者アンケートの実施 "利用者アンケートの実施 
の 

・課題を整理検証する ・課題を整理検証する ・課題を整理検証する 
年 

・各種教室等の事案拡大 ・独自事業の検討見直し "独自事案の検討見直し 
度 

・施設PRの拡大を促す ・新規事業の開催 "新規事案の開催 

計 画 

○指定管理者選定委貝会を設置し、次期指 定管理者の選定に向けて作柴を進める。 

"施設PRの拡大を促す "施設PRの拡大を促す 

上 毎月の活動内容の実績報告書により施 設管理状況を確認するとともに、指定管理 者と意見交換を実施した。 利用者アンケートを7月12日から15日に かけでノサイクルプラザにおいて実施し、集 計の取りまとめを行った。集計結果において は、要望"苦情等に対して所長から全職貝 に連絡"周知することで、問題"課題が共有 され、改善が図られている。 こうした中、上半期の各種教室"イベントの 

半 開催回数は152回で、請年同期と同数であ 

期 った。総参加者数は、3.051人で、前年同期 

取 より670人減少している。総参加者数の減 
組 少の理由としては、教室数は変えず、教室 
状 の種類を変え、エアロビを減らし他の教室を 
況 

増やしたことによる。 リサイクルプラザ全体の上半期利用者数 は39,017人で前年同期36.599人に比べ、 2,418人増加し、6,0%増となっている。増加 理由としては、7月にソーラークッカー全国 大会を開催したことや、7,8月の夏休み期間 中の利用が多かったことがあげられる。 舘1回目の指定管理者選定委貝会を9月 之3日に開催し、募集要項等の確認を行っ た。 

取組状況 
識i順調l欝i順調 

圏ヨe臆臆臆園音音感ヨ 1婆漢書臆臆臆音動幽 
の 評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点籍 

下半期は11月1日から1月16日まで熱 源改修工事により休館となるが、休館後は 教室の内容を充実させ、イベントも開催でき るよう努めていく。 

下 下半期については、これまで熱源として利 用されていたごみ脱却工塀が笛吹市の新処 理施設に移駐することから、2ヶ月半に及ぶ 

半 熱源改修工喜により休館となり、下半期利 

期 用言は前年度同期と比較すると12.801人波 

取 となった。再開後の1月中句以降は、上半 
組 期同機の各種教室・イベント開催を計72 
状 回、また、前年度までにも実施した閑散期期 
況 

問限定(9月から3月)回数券「よるわり」が 好評により利用者の増加につながり、1年間 での総利用者は、54.863人となった。 

取組状況 
粥i順調i欝i爛 

担当 椎進 【謹書臆臆臆臆書面幽 
の 評価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鶴IT31鵜IT3 

漢調音臆臆臆園漢書こ幽 握当 惟遮 

の秤価 部局 本部 部局 本部 

効 果 鞘 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点籍 

新たな指定管理者と基本協定の締結に 向け必要な協譲を進めていく。また、平成29 年4月から利用条件を笛吹市石和町内に居 住する者から、笛吹市内に居住する者に変 更することから、更なる周知を図り利用者の 増に努める。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート

No. 
41 体系番号i 2-(1) i\/’重点取組項目i-i市民委員会からの憲見聴取l- 

担当(部(局)一室・ 諜)i産業部産業総室雇用創生課 i作成費使者職氏名l課長伊藤 鵬 

取組項目の名称 勤労者福祉センター、市民いこいの里の利用者の拡大 

取組填目の概要 指定管理者導入施設〈勤労者福祉センター、市民いこいの里)として施設利用者を増やす。 

取組項目の現状 と課題 
積極的な施設PRを行い、利用者の定着及び新規利用者の拡大を図る。 

取組により期待 される効果 
より多くの市民と勤労者の福祉の増進、文化の向上等が期待できる。 

目標 喜定量(単位)利用者数(人) 取組の 
B 

目標設定の 
平成24-26年度実績(3年平均) 

甲府市勤労者福祉センター 21,274人 

区分 ロ定性 難易度 理由頂拠 甲府市市民いこいの里 4.379人 

平成28年度 \平成29年度 平成30年度 

目 標 
甲府市勤労者福祉センター 21,500人 甲府市勤労者福祉センター 22.000人 甲府市勤労者福祉センター22,500人 

甲府市市民いこいの里 4,500人 甲府市市民いこいの里 4,65〇人 甲府市市民いこいの里 4.800人 

実 紺 
甲府市勤労者福祉センター22,787人 甲府市市民いこいの里5,016人 

取 組 の 

市としては 市としては 市としては 

○市ホームページの更新(4月) ○市ホームページの更新(4月) ○市ホームページの更新(4月) 

○市広報誌への定期的な掲載(2回以 ○市広報誌への定期的な掲載(2回以 ○市広報謎への定期的な掲載(2回以 

年 上) 上) 上) 

度 計 画 

に取り組む。 に取り組む。 に取り組む。 

上 半 

【英紙】 甲府市勤労者福祉センター11,199人 甲府市市民いこいの里4,752人 

期 取 組 

勤労者福祉センター、市民いこいの里 の指定管理者と連携し、パンフレット等に 

状 よる施設紹介に努めた。 

況 

また、各施股のイベント等を、市ホーム ページ・広報誌を通じて積極的に周知し、 施設利用者の増加に努めた。 

取組状況 
鵠ii醐i籠l醐 

担当 推進 担当 舵進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半場iこ 向けでの 改善点籍 

イベント等を市ホームページ"広報誌を 通じて積極的に周知し、施毅利用者の更 なる増加に努める。 

下 

上半期に引き続き、勤労者福祉センタ ー、市民いこいの里の指定管理者と連携 しパンフレット等による周知と、市ホーム ページ等の掲載によって、施設紹介に努 めた。 その結果、勤労者福祉センター、市民 いこいの里ともに、目標値を達成すること ができた。 

半 

期 取 組 状 況 

取組状況 
鞘i順調 は別 間 担当 准進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
離i丁4 ほ乱 丁4 圏臆臆臆園書面‡圏 担当 錐進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向(†ての 改善点等 

勤労者福祉センター及び市民いこいの 里の指定管理者と緊密に連携をとり、イ ベント等の情報を漏れなく迅速に伝えて いく必要がある。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
肌’ 42 体系番号i 2-(1) i重点取組項目i-1市民委貴会からの意見聴取(- 
担当(部(局)■室・ 課)/i産業部農林振興室林政課 i作成責任者職氏名i課長 小林正美 

取組項目の名称 寺川ゲノーン公園の施設利用者の拡大 

取組項目の概要 
利用者数の拡大を図るため、情報発信力の強化を行い施設PRを推進し、新規利用者の定着促進とリピーターの創出を 図る活動を行う。 

取組項目の現状 利用者が低調のため、指定管理者 による自主活動の活性化等を図るなど、地域力を活かした地域資源などの掘り起こし 

と探題 が必要である。 

取組により期待 地域に即した活動と利用日の設定を変更することで、より多くの利用者にいやしの場を提供するとともに地域振興に質す 

される効果 ることが期待できる。 

目標 喜定量(単位)利用者(人) 取組の 
A 

目標設定の 
平成26年度利用状況実績を基準に、利用者の拡大を図る。 

区分 □定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度、 平成29年度’ 平成3〇年度 

目 標 400人 450人 500人 

実 績 480人 

取’ 組 

○寺川グi)-ン公園の施股PRの拡大の ○自主事業などのPRの発信 〇日主事業などのPRの発信 

ための本庁舎の大型ビジョンの活用など ○寺Jiiグリーン公園の施設PRの拡大の O寺川グノーン公園の施投PRの拡大の 

情鈍発信力の強化を図る。 ための本庁舎の大型ビジョンの活用など ための本庁舎の大型ビジョンの活用など 

の ○平成27年度に作成した施投紹介パン 情報発信力の強化を図る。 情報発信力の強化を図る。 

年 フレットを市の施設への配布のほかに、 ○観光課の運営するSNSを活用した施 ○観光課の運営するSNSを活用した施 
度 道の駅や他市の施設等にも配布し、集客 級紹介を行い、市内外からの集客に努め 設紹介を行い、市内外からの集客に努め 

計 画 

に努める。 ○自主事業の積極的な実施を行い、集 客に努める。 

る。 る。 

上 半 期 

指定管理者と施設の管理及びPR方法 についてt郎麓を行う中で、PRについて は、施殿紹介パンフレットを市の施設へ の配布の他、道の駅施設等にも配布し、 

取 集客に努めた。 

組 また、魚のつかみ取り場や釣り場の整 

継 僻、除草"勢定等積極的に行い、利用者 
況 

の安全に努めた。 総利用者数(9月末現在)474人 

取組状況 
講i順閲i鶉i順調 

担当 推進 担当 娃進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に\ \向けての 改善点等 

利用者拡大のため、更なるパンフレット の配布及び大型ビジョンの活用を図る。 また、本施設は老朽化が進んでおり、 年次的な修繕が必要であることから、指 定管理者と脇腹をおこない、利用者の安 全確保のため、閉鎖期間中に修繕等を 行う。 

下 利用者拡大に向けて、指定管理者と施 設運営について臨時の役貝会を行うとと もに、本庁舎大型ビジョンの活用につい て内容検討を行った。 また、老朽化した看板の補修を行い利 

半 便性の向上に努めた。 

期 取 組 状 況 

総利用者数 48〇人 

取組状況 
鶉i順調i籍i順調 睦留漢書臆臆臆音量蓋圏 担当 挺進 

の評価 部局 本邦 部局 本部 

達成度 
龍i丁5i難I丁5 

抵当 推進 捉当 確進 

の評価 部局 本部, 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に HPだけでなく、パンフレットや大型ビジ ョンを活用し集客増に努める。 

向けての また、老朽化した東屋(バーベキュー 

改善点等 

棟)の屋根の修繕を実施し、利用者の安 全に資する。 



甲府市行政改革大網(2016-2018)取組項目シート 
No. 43 体系番号1 2-(1) l重点取組項目l-1市民委員会からの意見聴取lO 
担当(部(局)"室・ 撰)i教育部教育総室学事課 l作成責任者職氏名l探長官Jii正孝 

取組項目の名称 小学校給食調理業務の民田 覇委託化 

取組項目の概要 
平成21年度に決定し、その後、随時見直しを行った現行の委託化計画に基づき、年次的に全小学校給食調理業務の民 

間委託化を進める。 

取組項目の現状 と探題 

平成22年度から委託化を実施し、平成27年まで 手に親子方式を含み13校の給食調理業務を委託化した。委託化された 

学校においては、各種会激の開催により、委託化に よる課題等を検証しているが、今後、親子方式の学校が増えてくること 

から対象校となる学校の施設整備を含めた実施方法の検討や、保護者への周知などが必要となってくる。 

取組により期待 される効果 
民間のノウハウや柔軟性が期待でき、よりよい学校給食が実現できる。 

目標 喜定量(単位)学校数(校) 取組の 
A 

目標改定の 平成32年度を目標に小学校舎25校の給食調理業務を民間委託と 

区分 ロ定性 難易度 理由・根拠 する。(親子方式を含む) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
17校 19校 2之校 

(うち新規委託校4校) (うち新規委託較2校) (うち新規委託校3枝) 

実 績 年度計画のとおり実施できた。 

取 

平成27年度に給食室を改築する3較 平成28年度に給食室を改築する1較 平成29年度に給食室を改築する1較 

(国母、申達、束小学校)と、池田・新田小 (山城小学校)と、伊勢・湯田小学校の親 (頁川小学校)と、朝日・斯紺屋小学絞、 

組 学校の規子方式を含めた給食靭理業務 子方式を含めた給食調理乗務委託を開 東・善誘館小学校の親子方式を含めた給 

の 年 度 雷† 

委誌を開始する。また、小学校1校の給 始する。また、小学校1校の給食室をドラ 食調理業務委託を開始する。また、小学 

倉皇をドライシステム給食室に改築する イシステム給食室に改築するとともに、平 校1校の給食室をドライシステム給食室 

とともに、平成29年度から委託化するた 成30年度から委託化するための準備(受 に改築するとともに、平成31年度から委 

圃 めの準備(受託業者の決定など)を行う。 託業者の決定など)を行う。 

託化するための準備(受耗業者の決定な ど)を行う。 

上 手 

ドライシステム給食室に改築した国母、 申達、東小学校と池田・新田小学校の親 子方式での給食的理業務について、新た に民間委託を行い、平成27年度対比で、 正規職貝2名、嘱託職貝10名が滅貝と なった。また、引き続き、学校関係者、保 護者、受託業者等で構成する「学校給食 

期 を向上させるための会韻」などにおいて、 

取 委託化についての意見交換を行った。 
組 さらに、平成29年度から民間委託を予 

状 況 

定している山城小学校について、ドライシ ステム給食室への改築に伴う大型給食 備品等の選定、発注を行った。また、受 託業者については、企画提案方式による 業者選定とすることとし、「小学校給食調 理業務に伴う業者選考審査委貝会」を股 置し、業者の公募を行った。 

取組状況 
講i醐i難l順的 

捏当 稲造 1婆看臆臆臆臆書面三関 
の評価 部局 本部 部局 本部 

下学制こ 向けての 改善点等 

下 半 
山城小学校の給食室を、より衛生的な ドライシステムに改築するとともに、大型 給食備品等の整備を完了した。また、企 画提案方式により受托業者を決定し、平 成29年度からの民間委託に向けた準備 

期 を行った。 

取 さらに、上半期に引き続き学校関係 

課 況 

者、保雄者、受託業者等で構成する「学 校給食を向上させるための会議」を学期 ごとに開催し、要諦化についての意見交 換を行った。 

取組状況 
講i順調i欝i醐 田園臆臆園書面‡圏 担当 捕逸 

の評価 /部局 本部 部局 本部 

達成度 
鞘i丁41難i丁4 

1理漢音臆臆臆面圏 担当 種進 

の押価 部局 本部 部局 本部 

効果額 19.000 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 



平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
施策秤価の検駈及び新たな外部評価制 度の導入準備 

新たな外部評価制度の試行実施 改善点等を反映し、外部評価制度を実施 

実 績 
試行運用が円滑に実施できるよう、実施 要領等を作成した。 

取 組 の 

○施策秤価の手法、市民参画などについ ○新たな外部評価制度を試行実施 ○外部評価制度の試行結果の検紐を踏 

ての調査・研究 ○実施後の検班、改善点等を整理し、実 まえ、改善点等を反映し、外部評価制度 

○他市の導入事例等を調査・研究 施要領の見直しを行う。 を実施 

○平成29年度からの実施に向け、市民 ○評価手法を検証し、より効果的な施策 

年 委員の公募、外部評価委貝会の投置な 評価手法等を検討 

度 どの導入準備を行う。 
置† ○新たな外部評価制度の実施要領の作 
画 成 

上 
他都市における実施状況に関して相貌 収集を行い、外部評価制度の位置付け、 実施時期、外部秤価委貝の構成などの 比較を行う中で、本市の新たな外部評価 

半 期 取 組 状 況 

制度のあり方を験証した。 

取組状況 
講i順朗i畿i順調 

担当 碓進 圏ヨ音臆臆臆臆書面圏 
の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点専 

事業評価での施策評価(拭行)結果の 検証等を行い、評価方法(スケジュール、 評価様式等)を検討するとともに、要綱・ 実施要領等の策定や外部評価委員会の 設置準備を行う。 

下 他都市の先行事例も参考とする中で、 新たに導入する施策評価がより効果的な ものとなるよう、評価委貝の構成、評価対 象施策数、評価方法などについて検柾を 

半 行い、平成29年度に試行実施するため 

期 取 組 状 

の要綱を策定するとともに、実施要領 (案)を作成した。 また、公募委貝の募集方法を決定し 

況 た。 

取組状況 講「醐i籍i醐 
担当 推進 1謹書臆臆1菓臆萱鰹讃 

の鮮価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鵠IT4i欝IT4 

担当 推進 担当 推進 

の評価 部局 本初 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 故露点等 

施策を適切に評価するため、外部評価 委貝に対する十分な説明や請報提供が できるように努める。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
博. 45 体系番号 2-(2) 重点取組項目 ○ 市民要具会からの意見聴取 ○ 

担当(部(局)・室" 課)i企画部企画財政室財政課 作成責任者職氏名 練長 下山 聡 

取組項目の名称 施策評価の導入 

取組項目の概要 平成28年度からこれまでの事業評価に加え、施 策秤価を導入し第六次甲府市総合計画の進行管理を行う。 

取組項目の現状 と課趣 
施策縛価を新たに導入することから、職貝等への定着が課題となる。 

取組により期待 される効果 
各事業の目的にあたる施策目標の達成状況を把握することで、総合計画の適切な進行管理を行うことができる。 

目標 □定置(単位) 取組の 
A 

目標般定の 公平・公正でより貫の高い行政サービスの提供と継続的で安定し 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 た行財政基盤を確立するため。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 施策評価の導入(試行実施) 改善点等を反映し、施策評価の実施 施策評価を実施 

実 績 施策評価を試行実施した 

取 組 の 年 度 計 画 

○施策評価を試行的に実施 
○試行実施の検紐を踏まえ、施策評価を 本格実施 

○施策呼値を実施 

上 
提出された「事務事業評価票」を基に 各部局とヒアリングを行い、8月下旬から 9月上旬にかけて事業評価検討委貝会を 実施した。この際、平成29年度より導入 

半 予定の施策純価の試行実施を合わせて 

期 取 組 状 況 

行った。 

取組状況 
講i順明i議i順郷 

担当 推進 穏当 継逸 

の締価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

施策評価の本格実施に向けて、要綱 の改正や「事務事業秤価票」の記載内容 見直しのほか、施策秤価の実施方法等 について検討していく。 

下 施策評価本格実施に向けた要綱・要領 の改正を行った。 また、秤価方法の見直しについては、 事務事業師価の点数化を導入し、事務事 

半 業の休止"廃止をするための基準等をル 

期 取 組 状 況 

ール化・見える化を行い、行政秤価により 事業をスクラップする仕組み作りを行っ た。 

取組状況 
諾ii醐i難I朋 

握当 継進 担当 柁進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鵠1丁4i畿i丁4 

担当 継進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 

実施計画説明会等により、行政部価に 対する職員の理解を深める。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
州の 46 体系番号i 2-(2) i重点取組項目i i市民委細会からの意見聴取 う 

担当(郁(局)・窒・ 蝶)l農業委員会事務局 i作成責任者職氏名i局長青木 進 

取組項目の名称 農業委貝会法政 正に伴う新たな委貝会組織の棉築 

取組項目の概要 
′ヽ● へ 
章ヽ 

対応した組織のスリム化と農地利用の最適化の推進が図られる体制への円滑移行。 

取組項目の現状 と蝶班 

法改正に伴う新たな条例等の制定、及び条例等に基づく委貝の推薦による選任と新たな委貝会組織の櫓築。 

取組により期待 改正法に基づく農業委貝の減少による組織のスリム化と農地利用最適化推進委貝の新設置による農地等の利用の最適化 
される効果 !の椎進が期待できる。 

目標 区分 □定置(単位) "定性 離IA 目標設定の 理由・根拠 

法改正に伴い農業委貴会組織を再構築する。 

i
平成28年度 平成29年度 平成3〇年度 

目 標 
法改正に伴う条例制定及び新体制の 円滑な新委貝並びに最適化推進委員の選任によ 新制度への変更に伴う組織の整備と 

構築 る体制の整備と活動力向上のための研修の実施 見喧し 

実 績 
法改正に伴う条例制定及び新体制の 構築を予定通り行った。 

取 

・法改正に伴う条例及び新組織の策定 

・第23期農業蚕貝の選任(7月) "農地利用最適化推進委貝の選任(7月) 

"農業委貴会運営委貝等の評価による 

(4月-2月) 新体制の見直しと靭整。 

組 
・新たな農業委貝会法に伴う条例等の の 

・農業委貝等の資質向上を目的とする 年 制定(3月) 

度 計 画 

研修の実施(8月-2月) 

上 
4月1日から改正農業委員会制度検討 委貝会を農業委員の中から15名で構成 し、6月と8月に会議を行い、制度改正後 の新たな体制及び事業の取組について、 

) ) l l 「 i i i i 

半 円滑に移行できるよう珊査検討を行つ 

期 取 組 状 況 

た。 

取抽状況 
牒訓i醐i籠i朋 

掴当 娃進 
議I i欝i の評価 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

i i i 

下 改正農業委員会制度検討委貝会の会 議を10月と2月に行い新制度下における 両委貝の連携について協韻を行った。 また、新たな農業委貝会法に伴う条例 

i i i l 

半 の制定に基づき農地利用最適化推進委 

期 取 組 状 況 

貝の選任に関する規程等を制定した。 

取組状況」 

鶴l順調i難」順調 
握当 舵進 担当 粧進 

の評価」 部局 本部 部局 本部 

;謹憲惜別 丁4i鵜!丁4 
担当 膳進 担当 推進 

部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点奪 



甲府市行政改革大綱(2016~2018)取組項目シート 
Mo. 47 体系番号1 2-(3) l重点取組項目)-1市民委員会からの意見聴取l- 
抵当(部(局)・窒・ 媒)i市長直轄組織都市戦略室都市戦略課 i作成責任者職氏名 課長 志村一彦 

取組項目の名称 トップマネジメント支援体制の充実"強化 

取組項目の概要 市長における市政運営の基本戦略の形成、並びl こ重要政策の機動的かつ効率的な決定を積極的に支援する。 

取組項目の現状 市長の総合的判断を積極的に支援する機能を整備し、応答性の高い柔軟な市政運営と市役所改革の-屑の推進を図る 

と課題 ことが求められている。 

取組により期待 少子高齢化や人口減少など、本市を取り巻く環境が変化する中において、本市の将来にわたる持続的な発展を見据えた 

される効果 長期ビジョンとミッションを迅速かつ明確にした上で、具体的な戦略を統括、再構築することが可能となるo 

目標 □定量(単位) 取組の 
A 

目標級定の 
市長の総合的判断を積極的に支援するとともに、応答性の高い柔 

軟な市政運営と市役所改革の-屑の推進を図ることが求められてい 
区分 "定性 難易度 理由・根拠 

るため。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 

市政運営の基本戦略の形成、並びに 市政運営の基本戦略の形成、並びに 市政運営の基本戦略の形成、並びに 

重要政策の機動的かつ効率的な決定に 重要政策の機動的かつ効率的な決定に 重要政策の機動的かつ効率的な決定に 

資する。 資する。 資する。 

実 績 

「基本戦略対語」と「基本戦略会組」を 効果的に開催"運営する中で、市長"副市 長と部長とが重要政策課姐等に対する今 後の方針等について共通認識を図りなが ら、市長の意思が十分反映された基本戦 略の形成に努めた。 その結果として、市長の重点施策であ る「こうふ未来創り重点戦略プロジェクト」 を補強した「こうふ未来創り重点戦略プロ ジェクト【2016年度改定】」を策定し、全庁 を上げて取組むこととした。 

取 組 の 年 度 計 画 

基本戦略形成のための会韻を随時開 基本戦略形成のための会議を随時開 基本戦略形成のための会議を随時開 

催し、市政運営の基本戦略の形成に努 催し、市政運営の基本戦略の形成に努め 催し、市政運営の基本戦略の形成に努め 

める。 る。 る。 

上 半 期 

基本戦略形成のため、7月14日に基 本戦略会譜を開催した。この会濃におい て、市長から「基本戦略に関する市長指 示書」が発出されるとともに、併せて「こう ふ未来創り重点戦略プロジェクト・プラス 

取 ー策定方針-」が示された。 

組 その後、「こうふ未来創り重点戦略プロ 
状 ジ工クト"プラス」の策定に向けて、関係部 
況 

長等との事前協韻や基本戦略会濃を随 時開催するなど、市政運営の基本戦略の 形成に努めている。 

取組状況 龍i醐i籍i爛 
抱当 准進 担当 種進 

の蹄価 部局 本部 部局 本部 

下学制こ 「こうふ未来創り重点戦略プロジェクト・ プラス」の策定及び来年度以降の施策実 

向けての 現に向けて、各所管部長との情報の共有 

改善点簿 
化を図りながら、市政運営の基本戦略の 形成に努める。 

下 1〇月11目の市長定例記者会見にお いて、新たな先導施策の基本的な方向性 を提示した「こうふ未来創り重点戦略プロ ジェクト"プラス」を公表した。 

羊 その後、基本戦略会議を随時開催しな 

期 取 組 状 

がら、「こうふ未来創り重点戦略プロジェ クト・プラス」と現行プロジェクトも含めた 施策等の体系的な見直しを進め、全体像 

況 

を整理するなかで、2月2〇日の3月市議 会定例会招集告示に係る市長記者会見 において、「こうふ未来創り重点戦略プロ ジェクト【2016年度改定】」を公表した。 

取組状況 の評価 鞘i爛i籠l順調 鵠i i鵜i 鵠i l欝l 
達成度 

講i丁4i籍i丁4 
担当 推進 廻当 確避 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 関係部局と連携する中で、「こうふ未来 創り重点戦略プロジェクト【2016年度改 

向けての 改善点籍 

定】」の具体化に向けて取組む。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
肌 48 体系番号1 2-(3) l重点取組項目l-1市民委員会からの意見聴取l- 
廼当(部(局)・室・ 課)i総務部総務総室総務課 作成責任者職氏名 課長 青木 俊也 

取組境目の名称 郵便料の節減 

取組項目の概要 
郵便料節減のため-部の郵便物に限り原則、発送日(曜日)を投定し、割引の適用を増加させる。また、郵便料の節減に 

向けた職員の意識向上に努める。 

取組項目の現状 と探題 

郵便物の発送の際には、これまでも割引の適用カ く受けられるよう努めてきているが、-部の郵便物については、さらなる 

取組により節減の可能性がある。また、郵便料の節減については、職貝の意識向上が必要であることから、周知徹底が求 
められる。 

取組により期待 される効果 
一部の郵便物について、割引が適用される過敏を確保することで、郵便料の節減が図られる。 

目標 ロ定量(埠位) 取組の 
B 

目標股定の 現在、毎日郵便物を発送しているため、〇割の郵便物について 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 は、割引が適用されない場合があるため。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 

一部の郵便物について、さらなる郵便 前年度に引き続き、郵便料の節減を図 前年度に引き続き、郵便料の節減を図 

料の節減を図る。また郵便料節減方法に る。また郵便料節減方法について、職貝 る。また郵便料節減方法について、職貝 

ついて、職貝の理解を深める。 の理解を深める。 の理解を深める。 

実績 
郵便発送事務の見直しや大口郵便カレン ダーの活用等により、郵便料の節減を図 り、研修"掲示根により職貝に周知した。 

取 組 

郵便料の節減に向けて、周知を図る。 前年度に引き続き、郵便料の節減に向 同年度に引き続き、郵便料の節減に向 

また-部の郵便物に限り原則、発送日 けて、周知を図る。また-部の郵便物に けて、周知を図る。また-部の郵便物に 

(曜日)を般定し、割引の適用を増加させ 限り原則、発送日(曜日)を毅定し、割引 限り原則、発送日(曜日)を設定し、割引 

の 年 度 雷† 画 

る。 の適用を増加させる。 の適用を増加させる。 

上 
郵便料の節減に向けて、研修やグル ープウエア等を通じ周知を図った。 また-部の郵便物に限り発送日(曜 日)を設定することにより、郵便料金の軽 

半 減が図れることから、郵便発送事務の運 

期 取 組 状 

用見直しを検討し、9月1日より実施し た。 また、全庁における大口郵便の発送予 

況 

定日を周知し、郵便料節減を図るための 大口郵便カレンダーをポータルトップペー ジに掲示し、割引適用率の向上に努め た。 

取組状況 議中間i灘i醐 
担当 涯進 【輩漢書臆臆臆面幽 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点篭 

新たな郵便発送事務の運用を周知・徹 底するとともに、大口郵便カレンダーを活 用して、さらなる割引適用率の向上に努 める。また郵便局以外の民間業者の活用 を検討し、さらなる郵便料節減に努める。 

下 上半期にスタートさせた新たな郵便発 送事務の運用(〇割郵便物の発送曜日 の設定)と大口郵便カレンダーの活用に より割引適用率の向上に努めた。 

半 また、あて名と同時にバーコードを印字 

期 取 組 状 

するWo「dの書式とマニュアルを作成し、 周知・指導を行った。 日本郵便㈱以外の民間業者活用に向 

況 
けて各社の集配状況等の比較検討を行 った。 

取組状況 
鞘i醐I欝l順調 

担当 椎進 担当 捕逸 

の締価 部局 本部 部局 本部 

違成度 
講IT41灘IT4 

担当 推進 捉当 推進 

の揺価 部局 本部 部局 本部 

効果韻 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点専 

引き続き郵便料の節減に向けて、周知 を図るとともに、民間事業者などの活用も 検討することで、さらなる郵便料の節減を 図る。 



甲府市行政改革大網(2016-2018)取組項目シート
問. 49 体系番号i 2-(3) i重点取組項目(-i市民委貫会からの意見聴取i- 
捉当(部(局)・室・ 陳)i総務部契約管財室指導検査課"指導検査担当課長i作成費任吉城氏名i諜長宮澤正樹・菅原茂・中村謄 
取組項目の名称 随時検査の実施I こよる工事品質の向上 

取組項目の概要 
随時検査の実施i こより施工状況の点検を行うと 同時に、施工担当陳磯貝及び施工業者に対する指導の機会を増やし、 

発注者・受注者が協力して、さらなる工事品質の向 上につなげる。 

取組項目の現状 と課題 

随時検査は、工事が設計図、仕様書、工程表等I こ基づき施工されているかどうか点検するものであり、不可視部分の確 

艶、段階検査、材料検査等を実施している。現在のところ、毎年60%前後の実施率となっているが、全体的な工事品質の 
向上のため継続的な取組みが必要である。 

取組i こより期待 検査貝が実施する随時検査により、施工担当課職貝及び施工業者の品質向上への意識が高まり、結果、工事品質の向 

される効果 上が期待される。 

目標 ○定量(単 位)実施率(%) 取組の 
B 

目標設定の 直近となるH26年度実績(実施率62%)をベースに、3年間の各年 

区分 □定性 難易度 理由・根拠 度で段階的な目標を定める。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 随時検査の実施率 64%以上 随時検査の実施率 67%以上 随時検査の実施率70助以上 

英 紙 
対象工事件数347件 随時検査件数238件68.6% 

取 組 

〇〇年を通じて、200万円以上の工事を 〇〇年を通じて、200万円以上の工事を 〇一年を通じて、20〇万円以上の工事を 

対象に随時検査を実施する。 対象に随時挨盃を実施する。 対象に随時検査を実施する。 

○実施率は、対象工事件数に対して、随 ○実施率は、対象工事件数に対して、随 ○実施率は、対象工事件数に対して、随 

の 時検査の実施件数の割合が64%以上を 時検査の実施件数の割合が67駒以上を 時検査の実施件数の割合が70%以上を 
年 年度目標とする。 年度目標とする。 年度目標とする。 
度 ○特に、総合評価方式となる3000万円 ○特に、総合秤価方式となる3000万円 ○特に、総合評価方式となる3000万円 

計 画 

以上の工事については、100%の実施を 以上の工事については、100呪の実施を 以上の工事については、100%の実施を 

目指す。 目指す。 目指す。 

上 
○対象工事件数195件に対して、88件の 随時検査を実施し、45.1%の実施率であ った。 03.000万円以上の工事36件において 

半 期 取 組 状 況 

は、実施率100%であった。 

取租状況 
講l順調i薫別 順調 【謹書臆臆臆臆面‡圏 担当 粧進 

の評価 部局 本部 部局 本邦 

下半期に 向けでの 改善点等 

○下半期に向け、工事発注が増加するこ とから、引き続き随時検査を実施し、工事 の品質向上に努めていく。 

下 ○対象工事件数152件に対して、150件 の随時検査を実施し、98.7%の実施率で あった。 03,000万円以上の工事7件において 

半 期 取 錬 況 

は、実施率100%であった。 

取組状況 
鞘i醐i鵜i順調 

担当 椎進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

運成度 
講IT41鵜IT4 

担当 推進 格婆漢書臆臆臆書面閏 
の秤価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 
施工担当部局において、随時検査依頼 等の連絡を受けて検査を実施するが、担 当者においても多忙となるため時期的 

向けでの 改善点筆 
な判断を検査員から連絡をしていくことが 必要である。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート

N心 50 体系番号i 2-(3) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取i- 
挺当(部(局)・室" 繰)i福祉保健部福祉保健総室総務課 作成責任者撒氏名 課長 白倉 尚志 

取組項目の名称 民生委貝児童委員健勝会の担当区域台帳等の整備 

取組項目の概要 
民生委貝"児童委員の各地区協漁会における担当区域について、事務局(市)と地区協讃会で検討を進める中で、住宅 

地図を基に担当区域マップを作成するとともに、区域台帳を正確なものに整備する。 また、GIS(地図情報システム)を活用し、各課の職貝がいつでも地図上で担当民生委貝を確認できるよう整備を進める○ 

取組項目の現状 
民生委貝の担当区域については、民生委貝法第24条の規定に基づき、各地区脇腹会で定めているが、事務局(市)で 

は、台帳により住居表示や地 番で担当区域を管理 している。〇万、地区協韻会では、自治会や組単位、道路の分岐など、 

と課題 地区の実請において担当区域を決定しており、担当区域の変更や住宅が新設された場合などを要因として、事務局と地区 

協韻会の担当区域i こ相違が生じているケースがあるのか現状である。 

取組により期待 担当区域台帳やマップ及びGISを整備することI こより、事務局と民生委貝との連絡がスムーズに進み、市民や行政から 

される効果 の依頼事項等に迅速に対応できる。 

目標 口走重く単位) 取組の 
B 

目横設定の 
民生委貝の担当区域を正確に把握するため。 

区分 ○定性 難易度 理由1根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 

民生委貝の-斉改選に向けた検討会の 実施、担当区域マップ及び捏当区域台帳 の整備 

GISによる担当区域地図の作成 GISによる担当区域地図の運用開始 

実績 
①地図(紙ベース)により担当区域マップ を作成 (②担当区域台帳の作成 

取 組 の 

①現状における相違の把握 ①GISによる地図作成方法、レイアウト等 ①担当区域等に変更があった場合の区 

②検討会の実施 の検討 域台帳、マップ、GISの整合性を保持する 

③担当区域マップの作成 ②担当区域の変更等の再点検 ためのマニュアルの作成 

年 ④担当区域マップにより台帳の作成 ③GISによる担当区域地図の作成 ②各課職員への周知 
度 ⑤担当区域に変更があった場合の届出 ③GISによる担当区域地図の運用開始 

計 画 

の徹底 

上 民生委貝の-斉改選に向けて、市内全 民生委員のうち、1/3以上が変更になる ため、GISによる担当区域地区を作成す 

半 期 取 組 状 

る前段階として、住宅地区をもとに、地区 毎の地図を作成した。 今後、作成した地図を各地区に配付 し、一斉改選後の担当民生委員毎のエリ 

況 

アを地区会長に記入を依頼する予定であ る。 

取租状況 
講i爛i欝1順調 【婆獲1臆臆臆臆面墓園 担当 種進 

の評価 靭局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

下 12月の-斉改選により、各地区で民生 委貝の交替や担当区域を変更する地区 もあったことから、各地区に地図及び区 

半 域台帳を配付し、それぞれの担当民生委 

期 取 組 状 

貝の担当区域の確認を依頼した。 その後、各地区からの変更後の区域地 図及び台帳の提出を受け、地図上での担 

況 当区域の整理及び台帳の作成を行った。 

取組状況 の評価 鞘i順調i難l醐 鞘Ii欝l 龍i i籍i 
達成度 

鶴IT41欝IT4 
担当 推進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点籍 



甲府市行政改革大網(2016-2018)取組項目シート 
随. 51 体系番号i 2-(3) i重点取組項目i-i市民委貝会からの意見聴取i- 
担当(部(局)・室・撰)i子ども未来都子ども未来幾重総務課 作成費 儒者職氏名i課長様打幹雄 
取組項目の名称 部内における業務マニュアルの一括管理及び情報共有 

取組項目の概要 子ども未来部内の各担当で作成する業務マニュアルの整備を促すとともに、同マニュアルを-括管理し、磯貝問で愉報 共有を行う。また、経でもわかる業務マニュアル作りを推進することにより、担当者が変更となった場合にも、円滑に業務を 

遂行できるようにする。 

取組項目の現状 と謀馳 

・制度改正やシステム改修が頻繁に行われる中、所 管においては、通常業務に追われ、業務マニュアルの整備意識が希薄 

となっている。 

"他の担当業務の理解不足から、チェック機能が薄 れるとともに、業務連携等において不備が生じる。 

取組により期待 "業務マニュアルの見直しが、業務全般の見直しに繋がる。 ・職貝間で業務の相識共有を行い、実際にどのような業務を行っているかを知ることにより、更なる業務連携・効率化を図る 

される効果 ことができる。また、人事異動等により担当者が変更 した場合においても、円滑な業務が遂行でき、磯貝の負担軽減と不祥 

車防止の効果が期待できる。 

目標 ロ定量(単位) 取組の 
B 

目標設定の 
子ども未来部内の事務事業の見直しが必要であるため。 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
部内の業務マニュアルの整備促進とデー 部内の業務マニュアルの整備促進とデー 部内の業務マニュアルの整備促進とデー 

タの-括管理 タの-括管理 タの-括管理 

実録 
部内の業務マニュアルの整備とデータの 一括管理体制を整えた。 

取 
都内の業務マニュアルの整備を促すと 継続的に業務マニュアルの整備を促す 継続的に業務マニュアルの整備を促す 

ともに 部共有フォルダにおいてデータを とともに、データを-括管理し、職貝間の とともi こ、データを-括管理し、職貝間の 

組 の 年 度 計 画 

一括管理し、職貝問の情報共有の促進を 情報共有の促進を図る。 博識共有の促進を図る。 

図る。 

上 
部共有フォルダにおいて、各課で作成 してある既存の業務マニュアルを集約し た。 

半 期 取 組 状 マニュアル数:35 ※業務マニュアルに併せて、要綱・要領、 

況 各種委貝名簿の集約も行った。 

取組状況 担当 
旧聞 

推進 
順調 

担当 推進 担当 張進 

の邸価 部局 本部 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

既存のマニュアルを見直すとともに、必 要とする新たなマニュアルの作成を促し、 その整備と-括管理を行う。 また、職貝間の信組共有を促進し、業 務の連携・効率化を図っていく。 

下 半 期 

部共有フォルダにおいて、各課で作成 してある既存の業務マニュアルの追加集 約を行った。 マニュアル数:35⇒59 

取 組 撚 

また、マニュアルを最新の情報に更新 した。 

況 

更新数:17 

取組状況 担当 
順調 

推進 
旧聞 

担当 碓進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 靭局 本部 

達成I更 担当 
丁4 

娃進 
丁4 

担当 准進 担当 種進 

の評価 部局 本部 部局 本部 部局 本邦 

効果額 千円 千円 千円 

次期に マニュアルの集約を引き続き行うととも に、マニュアルの見直しを各担当者へ依 

向けての 頬し、常に最新のマニュアルが共有でき 
改善点篭 るよう努める。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート

博. 52 体系番号1 2-(3) l重点取組項目l-1市民雲員会からの意見聴取l- 
担当( 部(局)・室- 課)i環境部 環境総室 総務課 作成責任者職氏名 課長 内藤 貴弘 

取組項目の名称 取組項目の概要 

環境部における複写機の使用枚数の抑制による 経費削減 

環境部の複写機 こ係る経費の削減を図る。 

取組項目の現状 と課題 
経費削減に向けナ 183.482枚と、着実I ニ取組みの成果により、複写枚数の年度実縞はH24年度192,964枚、H25年度186,055枚、H26年度 こ減少しているが、引き続き職貝に対して複写機に係るコスト意識の韻戒を徹底するとともに、資料作成 

の見直しや電子媒体の活用、軽印刷機やプリンタの 活用推進について周知し、さらなる経費の削減を図る。 

取組により期待 される効果 
経費の削減や資源の消費量の削減を図ることができる。 

目標 ○定量(単位)使用枚数(枚) 取組の 
B 

目標紋定の 
平成26年度実績:使用枚数183,482枚 

区分 ロ定性 難易度 理由"根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 183,000枚 

異 議 223,026枚 

取 ○複写機正面の壁に、コピー用紙の目標枚 数や毎月の使用枚数実績、-敬あたりの 

組 コスト、啓発文書等を掲示する(将に、枚 

の 年 度 

致削減に繋がる手法の掲示を強化す る。) 

計 ○部"謀共有フォルダを利用したデータの共 

団 

有化を椎進し、ペーパーレス化を図る。 ○軽印刷機やプリンタを活用する。 

上 
複写機正面の壁に、コピー用紙の目標枚 数や毎月の使用枚数実績、〇枚あたりのコ スト、啓発文書を掲示し、コスト意識の醸成 を促した。しかしながら、次のとおり、目標値 

半 を5.687枚/月上回った。 

期 取 組 状 

要因としては、市・郎・課"係の各レベルに おける新規・見直事案に対する都内等検討 資料としての使用増や、各機関からの紙ペ 

況 

ースの資料提出の増加などが挙げられる。 【目標値】15,250枚/月 【実額値】20,937枚/月 (4-9月で125.622枚使用) 

取組状況 
龍i遅延i鶉i遅延 

駐留漢音臆臆臆l動‡悶 1堅漢書臆臆臆書面幽 
の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 目標値に達しなかった上半期の取組詰栗 について職貝にメール等で周知し、コスト削 減について改めて呼びかけを行う。特に、紋 

向けての 数の多い印刷物の怪印刷機使用の徹底 
改善点等 

や、プノンタの活用、メールや共有フォルダ の活用により、複写機使用を最小限に留め るよう意酸啓発を図る。 

下 半 

上半期の取り組みを強化する中で、資料 作成の見直しや電子媒体の活用、経印刷機 の活用についても継続的に周知した。しかし ながら、上半期の実績値よりは下回ったも のの、次のとおり、目標値を984枚/月上回 

期 
った。 要因としては、市・部・課・係の各レベルに 取 

組 おける新規事業・見直草案に対する都内等 

状 況 

検討資料としての使用増や、紙ベースの資 料提出の増加などが挙げられる。 【目標値】15,250枚/月 【実績値】16,234枚/月 (10-3月で97.404枚使用) 

取組状況 

粥i完了i欝i完了 
園芸獲臆臆臆臆面‡圏 挺当 獲進 

の群価 部局 本部 部局 本部 

選節度 
鵠IT31欝IT3 

担当 推進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点讐 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
ル. 53 体系番号i 2-(3) i\/重点取組項目i-i市民袈貴会からの意見聴取i- 
抵当(部(局)・窒・ 課)i産業部産業総室総務課 i作成費儒者職氏名i課長樋口 優子 

取組項目の名称 産業部における複写機の使用枚数の抑制による経費削減 

取組項目の概要 産業部の複写機に係る経費の削減を図る。 

取組項目の現状 と課姻 
複写機での使用枚数及び経費が年々増加傾向にあることから、コスト意識を常に持ち、経費の削減を図る必要がある。 

\取組により期待 される効果 

資料作成の見直しや電子媒体をより活用することで、経費の削減を図ることができる。 

目標 "定量(単位)複写機使用枚数(枚) 取組の 
B 

目標設定の 
前年度までの実績に基づき使用枚数を削減する。なお、 

職貝数の増減により総使用枚数が異なることが想定される 
区分 口走性 難易度 理由・根漣 

ことから、-人当たりの使用枚数を目標として般定する。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
ー人当たり 7,680枚/年 ー人当たり 5,700枚/年 ー人当たり 5.500枚/年 

(-人当たり 640枚/月) (-人当たり 475枚/月) (-人当たり 458牧/月) 

実績 
ー人当たり5.875枚/年 (-人当たり489枚/月) 

取 組 の \年 度 計/ 画 

職員一人ひとりのコスト意識の醸成、 事務に支障の無い範囲でのペーパーレ ス化を目指す。 

更なるコスト意轍の醸成を図る。 コスト意識の徹底を図る。 

上 半 

【実無賃】445枚/月 印刷枚数合計:131,018枚 複写機使用職負数:49人 

期 取 組 

複写機近くにチラシを貼り言主意喚起を行 った。 

状 予算執行状況・残額状況を職場全体で共 
\況 

有することで、コスト意識の徹底を図るこ とができた。 

取組状況 
鞘i朋l欝l順調 

担当 種進 担当 推遣 

の搾価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

両面印刷の推奨や、複写機・軽印刷機" プノンターの使い分けを指導することで、 より-層のコスト削減に努める。 

下 半 

【実績】533枚/月 印刷枚数合計:156.888枚 複写機使用職貝数:49人 

期 取 組 

複写機近くにチラシを貼り、注意喚起を行 った。 

状 予算執行状況・残額状況を職場全体で共 

況 

有することで、コスト意識の徹底を図るこ とができた。 

取租状況 
龍i完了l難l完了 

担当 維進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鵠I丁5i籠i丁5 

過当 推進 担当 推進 

の邸価 部局 本部 覿局 本部 

効果額 153 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点等 

今後も職貝一人ひとりが、コスト意識を 常に持ち続けられるよう、部内において 注意喚起、意思統-を図り経費削減に取 り組んでいく。 



平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 概 
昭和46年度一平成11年4月分の建築 昭和46年度一平成11年4月分の建築 定型業務の電子データ化による新たなシ 

確認台帳の績査 確認台帳の電子データ化 ステムの運用を行う。 

実 議 新システムの導入 

取 組 の 年 度 計 画 

○建築確認台帳と建築確線プロット地図 ○紙台帳から電子データ化を行う。 ○新たなシステムの運用により、事務効 

との照合を行う。 ○新たなシステムへの移行方針を決定す 率化を図る。 

○新たなシステムと合わせた事務効率化 に直結するシステムの構成を検討する。 

る。 

上 
○新たなシステムの構成及び移行方針を 決定し、システム導入に係る業者と契約 を結んだ。 ○移行に向け、データ整理などの作業を 

半 期 取 組 状 況 

行っている。 

取組状況 鵠1醐i鶉i間 
提当 推進 担当 種進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点簿 

○新たなシステムへの移行作業を進め る。 

下 012月に新システムを導入し、2月下旬 より正式な使用が可能となった。 ○現在、新システムへのデータ移行(平 成11年5月一平成28において入力漏 

半 期 取 組 状 況 

れ等の験臆を行っています。 

取組状況 
就『=醐i畿i朋 

線当 推進 捏当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鵠i丁3i畿i丁3 

担当 推進 担当 舵進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果顎 i千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点奪 

○新システムへの入力内容の確認、デー タ移行の入力時間の検証を行い、確認台 帳の電子化を進める。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
No. 55 体系番号I 2-(3) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取i- 
担当(郎(局)・室・ 課)i会計窒 i作成責任着服氏名l会計管理者石原賢二 

取組項目の名称 財務会計事務の適正な事務処理の確立 

取組項目の概要 
会計室審査担当職貝による研修の実施や適宜な適正処理の指導を行うことにより磯貝の能力を高め、適正な軍務処理を確立 

する。 

取組項目の現状 

でi
A について「 マ￣ユアル」 しこ に・つ- して てい 

ヽ 暮雪

一・ る。また、適正を欠く事務処理等があった 
こ場合には、差 戻し等を行い適正処理の指導を随時行っている。 

と課題 今後も継続して、研修の実施や審査時の指導を行い、マニュアルの利活用も促進しながら事務処理能力を高めていく必要があ 

る。 

取組により期待 される効果 
適正かつ迅速な財務処理を行うことができる。 

目標 ロ定量(単位) 取組の 
B 

目標限定の 
人事異動もあり、継続して磯貝の能力向上を図る必要がある。 

区分 ○定性 難易度 理由"根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
磯貝の事務処理能力の向上及び決裁関 職貝の事務処理能力の向上及び決裁関 職貝の事務処理能力の向上及び決裁関 

与者のチェック機能の強化を図る。 与者のチェック機能の強化を図る。 与者のチェック機能の強化を図る。 

実場 
研修の実施や審査菜務等を通して財 務会計処理の指導・周知を図った。 

取 
「甲府市会計事務処理マニュアル」に添っ 「甲府市会計事務処理マニュアル」に添っ 「甲府市会計事務処理マニュアル」に漆っ 

た研修を実施するとともに 審査時の適正 た研修を実施するとともに、審査時の適正 た研修を実施するとともに、審査時の適正 

組 の 
事務処理の指導、グループウエア掲示板等 事務処理の指導、グループウェア掲示板等 事務処理の指導、グループウエア掲示板等 

年 を活用した情報提供による注意喚起を行 を活用した情報提供による注意喚起を行う。 を活用した情報提供による注意喚起を行う。 

度 計 画 

う。 

上 半 期 

「甲府市会計事務処理マニュアル」に基づ き、8月下句のアフター5研修から5日間に亘 り、延べ65人の職貝に対し研修を実施した。 また、中級磯貝を対象にチェック機能の強 化を図った。 

取 その他、通常の審査乗務においても財務会 
組 計等について指導等を行い、問合せや間違 

状 況 

いの多い項目等の情報提供を行うとともに、 平成27年度出納閉鎖に向けての注意事項 や未完結伝票等の確認方法の周知を図り、 個別事項の指導を行って、適正な財務会計 処理方法の周知徹底に努めた。 

取組状況 就中欄i欝i朋 
\過当 推進 担当 継進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

通常の審査業務において、情報提供によ る注意喚起とチェック機能における留意 点の強化。 

下 半 

「甲府市会紳事務処理マニュアル」に 基づき、2月中旬のアフター5研修で、退 職予定の職員に対し研修を実施した。 その他、通常の審査業務においても財 務会計等について引き続き指導等を行 

期 い、問合せや間違いの多い項目等の慣 
取 報提供による注意喚起を行うとともに、平 
組 成28年度出納閉鎖に向けての注意事項 

状 況 

や未完鯖伝票等の確認方法の周知を図 り、職貝の事務処理能力向上とチェック 機能における留意点の強化を行って、適 正な財務会計処理方法の周知徹底を図 った。 

取組状況 の評価 鞘i醐i難申開 堰当 継返 
鵠i i難i 蔀局 本部 

達成度 
灘IT41欝IT4 

担当 推進 担当 継進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点等 



甲府市行政改革大網(2016-2018)取組項目シート
博. 56 体系番号i 2-(3) i重点取組項目i-(市民委員会からの意見聴取i- 
担当(部(局)・室・ 陳) 教育部教育総室 総務課 作成費儒者職氏名 課長塩澤浩 
取組項目の名称 教育部における複写機等の経費削減 

取組項目の概要 教育部の複写機i こ係る経費の削減を図る。 

取組項目の現状 と課趨 
複写機の使用枚数の削減は-定の成果をあげているが、印刷にかかる経費全体は増加傾向にある。 

取組により期待 される効果 
経費削減と職員のコスト意職 

目標 ○定量(単位)経費(円) 取組の 
B 

目標級定の 
更なる成果の継続として、対前年度比2%減を図る。 

区分 □定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度
\ 

平成30年度 

目 標 対前年度比2%減 対前年度比2%減 対前年度比2%減 

実績 
対前年比25.72%増 ※使用枚数119.655敵地 

取 組 の 年 度 計 画 

一人一台パソコンプリンター・印刷機・ 一人一台パソコンプリンター・印刷機・ 一人一台パソコンプノンタ一・印刷機" 

複写機の効果的な使い分けを行う。 複写機の効果的な使い分けを行う。 複写機の効果的な使い分けを行う。 

上 羊 

コピー機の使用を抑えるという意識は定 着しており、印刷機・プiノンタ一〇複写機を 使い分けることにより、使用枚数の削減 に繋がっている。 

期 取 組 状 況 

【4月-9月実績値】 上半期使用枚数:215.209枚 (前年度比:10.898枚減) 

取組状況 講i醐i鵜申胴 廻当 椎進 担当 推進 

の純価 部局 本部 部局 木綿 

下半期に 向けての 改善点肇 

下 コピー機の使用を抑えるという意識は 定着しており、印刷機・ブノンタ一〇複写機 を使い分けることにより、根本的な使用枚 数の削減に繋がっているところであるが、 

半 下半期は事業の増加等に伴い使用枚数 

期 取 

が増加してしまった。 

紐 状 
【10月-3月実績値】 

況 

下半期使用枚数:369.662枚 (前年度比:130.553枚増) ※コピー使用枚数54.6%増加 

取組状況 
講i完了i盤i完了 

漢聖書臆臆臆園漢音絹圏 抵当 妬進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

遅成度 
鵠IT31翳IT3 

担当\ 推進 理当 准遊 

の純価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期、に 向けての 改善点等 

効果的かつ効率的な使用方法につい て周知徹底を行い、使用枚数の削減に努 める。 



平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 事務事業(書類)の見直し 書類集約、統合、削減 書類集約、統合、削減 

実 績 コピー用紙の削減に努めた。 

取 

○調査書類の検臆、見喧し ○胸査書類の検証、見直し ○調査書類の検征、見直し 

〇年間計画の策定 〇年間計画の策定 〇年間計画の策定 

○情報の発信 ○情報の発信 ○情報の発信 

組 の 年 度 計 画 

○事業内容の収集、集約、各所管の連携 ○事業内容の収集、集約、各所管の連携 ○事業内容の収集、集約、各所管の連携 

上 
公民館への各種文書の周知につい て、極力メール送信とし、ペーパーレスに 努めた。 ネット環境が未整備の山宮甲文節にお 

半 いては、図面等の下書き用に蝶で使用し 

期 取 組 状 況 

た用紙を使用させ、採全体での使用枚数 の削減に努めた。 

取組状況 
鵠i醐i鵜l順調 り醤漢書臆臆臆菓推測 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

下 上半期同様、公民館への各種文書の 周知について、極力メール送信とし、ペー パーレスに努めた。 ネット環境が未整備の山宮甲文節にお 

半 いては、図面等の下書き用に課で使用し 

期 取 組 状 

た用紙を使用させ、腺全体での使用枚数 の削減に努めた。 文書管理システムや財務会計システム 

況 

の添付文書を電子化し、ペーパーレスに 努めた。 

取穏状況 
鞘i完了i籍i完了 

杷当 涯進 担当 継進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

遠戚度 
鵠IT41鵜IT4 

担当 推進 捉当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果頼 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
No. 58 体系番号1 2-(3) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取 看

一 

坦当(都(局)・室・ 課)l教育部教育総室甲府商業高等学校事務局 i作成責任者職氏名i課長本田借入 

取組項目の名称 事務局における複写機の使用枚数の抑制による経費節減 

取組項目の概要 甲府商業高等掌紋の事務室に投直してある複写 機に係る経費の節減を図る。 

取組項目の現状 と課題 

戦場の特性により印刷物の量が非 常に多く、教師・事務職貝等が事務の効率化・コスト意職を常に詩つ必要がある。 

来年度から就学支援金制度が全学年対象のため印刷物の枚数が増えることが予測されるが、事務の効率化を図り、印 
刷物の減量化に努める。 

取組により期待 される効果 
経費の削減 

目標 "定量(単位)使用枚数(散) 取組の 
B 

目標設定の 前年度実績に対し、2駒の削減 

区分 □定性 難易度 理由"根拠 (H26実績:70.341枚/年) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
68.934枚/年 67.555枚/年 66,203枚/年 

(5.744枚/月) (5,629枚/月) (5,516枚/月) 

実 績 
47.542枚/年 (3,961枚/月) 

取 

○回覧等で対応するなど、配付資料の部 ○回覧等で対応するなど、配付資料の部 ○回覧等で対応するなど、配付資料の部 

数を削減する。 数を削減する。 数を削減する。 

01原稿を10枚以上複写する場合は、印 01原稿を10枚以上複写する場合は、印 01原稿を10枚以上複写する場合は、印 

組 の 
別様を利用する。 刷機を利用する。 刷機を利用する。 

年 ○印刷物を作成する前に、誤りがないか ○印刷物を作成する前に、誤りがないか ○印刷物を作成する帥こ、誤りがないか 

度 再度確認する。 再度確認する。 再度確認する。 

計 ○必要な場合以外は、両面コピー・廃紙 ○必要な楊合以外は、両面コピー"廃紙 ○必要な場合以外は、両面コピー・廃紙 
画 の再利用等で対応する。 の再利用等で対応する。 の再利用等で対応する。 

上 半 

印刷物の内容により、個人に必要な資料 か、回覧で対応可能な資料かを考え、軽 印刷機・コピー機・プリンターを使い分け て、印刷枚数の削減に努めた。 

期 取 組 状 況 

【実績値】 4月-9月で26,806枚使用 

(4,468枚/月) 

取組状況 
惜別 順調i韻i順調 

【閏漢音臆臆臆音漢閏 圏…漢書臆臆喜劇閏 
の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

下 上半期と同機に使用機器の使い分けに 努力し、多使用者には注意を促し、経費 節減に努めた結果、なお-屑、目標値を 下回ることができた。 

半 期 

(10月-3月 20,736枚) 

取 組 状 況 

【目標値】5,744枚/月68,934枚/年 【実績値】3.961牧/月47.542枚/年 

取租状況 
惜別 完了i鶉l完了 

り聖書看臆臆臆音営推測 担当 推進 

の押価 部局 本部i 部局 本勧 

達成度 
惜別 丁5i籍I丁5 

鯉当 種進i 担当! 継進 

の評価 部局 本部i 部局 う 本部 

効果額 102 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点露 



甲府市行政改革大綱(201 6-2018)取組項目シート 

議、 59 体系番号1 2-(3) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取 看

- 

担当〈郎(局)・窒・蝶)l選挙管理委員会事務局 l作成責任者職氏名i事務局長石/li甚徳 

取組項目の名称 投票所入場券の活用 

取組項目の概要 
投票所入場券に 「期日前投票宣誓書乗組求書」 の棚を披け、自宅などで車軸こ宣誓書の記入が出来るようにすること 

で、期日前投票所での選挙人の受付待ち時間の短縮を図る。 

取組項目の現状 と課態 
同時選挙や統一選挙など、入場券が1人につき複数枚必要なときの郵送方法を研究しなければならない。 

取組により期待 される効果 
期日前投票所での受付時間が短縮され、投票者の利便性が図れる。 

目標 □定量(単位) 取組の 

iA 
目標設定の 

平成28年度に検討し、翌年度以降の選挙で実施する。 
区分 "走性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成28年度 平成30年度 

目 概 
入場券レイアウト等検討 入場券レイアウト完成 

入場券レイアウト検証等 
出力、郵送方法等検討 出力、郵送方法等確認 

実 線青 

投票所入場券表面に「期日前投票宣誓 書兼請求書」の棚を股け、期日前投票所 での選挙人の受付待ち時間の短縮を図 った。 

取 組 の 

○他都市の入場券レイアウトの調査・研 ○直近で行われる選挙で使用できるよう ○受付事務の処理スピードや、入場券の 

究。 準備をしておく。 レイアウト等を検粧し、必要があれば再 

○事務処理方法をマニュアル化する。 ○統一選挙など期日の近い選挙や、同 

度改修する。 

年 時選挙での、システムからの出力方法や 

度 計 画 

郵送方法を研究する。 

上 
平成28年7月10日執行の第24回参 級院韻貝通常選挙において、投票所入 場券の裏面に「期日前投票宣誓書兼締 求書」の欄を設け、期日前投票所での避 

半 期 取 組 状 況 

華人の受付待ち時間の短籍を図った。 

取組状況 
牒糾 問i籍i順調 

担当 粧進 担当 娃遣 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点籍 

統一選挙など期日の近い選挙や、同 時選挙での、システムからの出力方法や 郵送方法を研究する。 

下 半 期 取 組 状 況 

類似都市の同時選挙での入場券レイ iアウトや郵送方法、システムからの出力 !方法について晒、研究を行ったo ! 【 

取組状況 の評価 龍【順調l籠】順調 諾∥ i欝漢 鵠I i繋う 
達成度 

闇【丁4 憶i丁4 
担当 粧進 

鵠1 i難う の郷価 舗局 本部, 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 

i 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
I血 60 体系番号( 2-〈3) i重点取組項目】-i市民要員会からの意見聴取i- 
担当(部(局)・室・ 燥)i監査委貝事務局 i作成責任者聯氏名i事務局長 樋口昇 
取組項目の名称 効率的"効果的な監査事務の推進 

取組項目の概要 都市監査基準の見直し等に対応した監査事務の整備・推進 

取組項目の現状 と課題 

新たな都市監査基準への対応や国の監査制度の見直しの動きを見据え、次のような未確定な要因にも適時適切に対応した監 

査事務の整備等が求められる。 ○全国都市監査委貝会において各都市の監査事務の指針となっていた「都市監査基準準則」が廃止され、新たな指針とな る「都市監査基準」が平成27年8月に施行された。(新)監査基準は、各都市の移行準例こ要する期間を考慮し・平成 29年3月までは任意通用とされている。また、関連する「監査の着眼点」ついては平成28年度中の改訂が予定されて 

いる。 ※(新)監査基準は、全国都市監査委貝会が今後各都市等に意見を求めるとしていることから、追加的な改訂も十分に 

想定される。 〇回においても新たに監査制度の見直しの動きがあることから、平成28年3月の第31次地方制度調査会の答申等に十分 

留意する中で、制度改正を見据えた調査"研究を進めていく必要がある。 
※平成25年3月に「地方公共団体の監査制度に関する研究会」が総務省に「報告書」を提出 
平成26年5月には第31次地方制度調査会が設置され、「一監査制度等の地方公共団体のガ′けンスのあり方等につい 

て」との諮問がなされている。 こうした中、平成29年3月に、地方自治体の監査制度の充実強化に関わる地方自治法の-部改正法案が第193回国会 

に提出されたことから、これらの動向を勘案する中で、本市の監査基準の改正等を検討していく。 

取組により期待 される効果 
制度改正等に適切に対応した効率的"効果的な監査の実施 

目標 区分 呂誌(単位) 情離iAi認諾別 制度改正等への的確な対応 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 (新)監査基準の対応等の調査・検討 
事務手順等と新監査基準等との整合に ついて調査・検討 

事務手順等マニュアルの整備 

実績 
他都市の対応状況等を十分に調査・検討 し、本市の監査基準の一部を改正 

取 組 

○(新)監査基準等の追加的改訂内容 ○新基準等の他都市における運用状況 ○現行の事務手順等の検討と必要な整 

等の確認及び他舘市の対応状況等の靭 等の聞 査 備 

の 査・検討 ○現行の事務手順等と新基準等の整合 ○地利閲答申等の調査・検討 
年 ○調査結果を踏まえた現行の事務手順 について検討(未確定要因( こ留意) 

度 計 画 

等の検討(未確定要因に留意) ○地制明答申等の靭査・研究 

○地制捌答申等の閲査・研究 

上 
5月に開催された関東都市監査委貝 会・定期総会及び8月に開催された全国 都市監査委貝会・定期総会に出席し、 

学 期 取 組 

(新)監査基準等の〇割の追加的改訂 内容及び3月に提出された地利調答申 等を確認するとともに他都市の状況を 

状 聴取した。 

況 

これらについて、事務局内において 内容の把握と検討を行った。 

取組状況 担当 
順調 

継進 
順調 

担当 継進 担当 准進 

の坪価 部局 本部 部局 本部 部局 本部 

下半)馴こ 向けての 改善点篭 

下 上半期と同様に、関東都市監査委貝会 の事務担当者会漁等に出席し、他都市 の状況を聴取するとともに、現行の享 

半 務手順等の検討を行った。 
期 これらを踏まえ、全国都市監査委貝 

取 組 状 況 

会の新たな都市監査基準が、平成29年 4月1日から適用されることに伴い、本 市が定める監査基準について、地方自 治法の-部改正等、今後の国の動向を 勘案する中で、所要の改正を行った。 

取組状況 捏当 
順閲 

種● 進 
順調 

担当 推進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 部局 本部 

達成度 担当 
丁4 

推進 
丁4 

担当 態進 担当 推進 

の邸価 部局 本部 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点尊 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
No. 61 体系番号1 2-(4) l重点取組項目IOl市民委員会からの意見聴取lO 
担当(節(局)・窒"撰)i総務部総務総室情報課 作成責任貴職氏名 蝶長 功刀 辰也 

取組項目の名称 マイナンバー制度を活用した行政サービスの提供 

取組項目の概要 
効率的な信組管理、利用及び迅速な情報の授受を行うため、国及び他の地方公共団体等とマイナンIく-を利用した、情 

報連携を行う。また、個人番号及び個人番号カードの独自利用策を推進する。 

取組項目の現状 情報連携に向け てのシステム改修を実施しているが、国からの情報の遅れが課題である。また、個人番号及び個人番号 

と蝶趨 カードの独自利用策を検討している。 

取組により期待 される効果 
市民が各種サービスの申請の際、現在様々なシーンで求められる添付書類(所得証明等)が不要となるとともに、他都市 への照会業務も軽減されることとあわせ、個人番号及び個人番号カードの独自利用により、市民の利便性の向上と事務の 

効率化が期待される。 

目標 □定量(単位) 取組の 
A 

自損設定の 
「行政手続における特定の個人を朋iiするための番号の利用等に開す 

る法律」に基づき条例で定めることにより個人番号等の独自利用が可 
区分 ○定性 難易度 理由・根拠 

能であるため。また、情報連携については、国のスケジュールに準じる。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 

マイナンバー対応に向けた確実な情報運 マイナンバー対応に向けた確実な情報連 マイナンバー対応に向けた確実な情報連 

機の構築及び市民の利便性と事務の効 機の構築及び市民の利便性と事務の効 排の構築及び市民の利便性と事務の劾 

率化を目指したマイナンバーの活用策の 率化を目指したマイナンバーの活用策の 率化を目指したマイナンバーの活用策の 

検討"実施 検討・実施 検討・実施 

実績 

平成29年7月の情報連携に向け中間サ ーバ及び愉報提供ネットワークとの連携 テストを実施し、コンビニエンスストアにお ける証明書交付についても平成29年7 月31日の運用開始にに向けシステム構 築を行った。 

取 
○中間サーバとの連携テスト ○情報提供ネットワークシステムとの連 ○地方公共団体等との相識連携 

○情報提供ネットワークシステムとの連 携テスト ○個人番号及び個人番号カードの独自 

組 の 
携テスト ○総合運用テスト 利用 

年 ○個人番号及び個人番号カードの独自 ○地方公共団体等との情報連携開始(H 

度 利用 29.7) 

雷† ○個人番号及び個人番号カードの独自 
画 利用 

上 
平成29年7月の情報連携開始に向け て、中間サーバ及び請報ネットワークシス テムとの連携テストに向けた県内組合せ 市町村(山梨市、昭和町)との打合せを行 

半 っている。 

期 取 組 状 

また、個人番号カードの独自利用につ いては、コンビニエンスストアにおける旺 明書交付の運用開始に向け、準備を進 

況 めている。 

取組状況 
端ii閲 は馴 順調 

但当 挺進 圏≡営菓臆臆臆漢i軸圏 
の秤価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点篭 

下 

平成29年7月の情報連携開始に向け て、県内組合せ市町村(山梨市、昭和町) 及び山梨県と中間サーバ及び伯報ネット ワークシステムとの連携テストを行ってい る。 また、個人番号カードの独自利用につ いては、コンビニエンスストアにおける駈 明書交付の連用開始に向け、システム楢 

半 

期 取 組 状 

況 築を行っている。 

取組状況 鞘l醐l籠i醐 
担当 推進 担当 粧進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

還威圧 
講IT41籠IT4 

把当 粧進 担当 娃進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点簿 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
問. 62 体系番号i 2-(4) 上重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取i- 
廼当(郎(局)・室・ 課)i総務部契約管財室 契約課 作成責任者職氏名 課長 太田 ひろみ 

取組項目の名称 入札方法等の検討 

取組項目の概要 

他の自治体で行われている入札方法等(入札方法及び契約事務手続き)について幅広く調査する中で、課内職貝で先進 

事例を相識共有するとともに、IC丁を活用した入札方法などを含め、本市において導入可能な新たな入札方法等の検討を 
行う。 

取組項目の現状 国から多様な入札契約制度の導入・活用に向けた検討を求められていることから、IC丁を活用した入札方法などを含め、 

と課題 現状他の自治体で実施されている入札方法等につ いて、本市においても検討の余地がある。 

取組により期待 される効果 
事務の簡素化及び入札業者の負担軽減が図られる。 

目標 ロ定量(単位) 取紀の 
C 

巨横設定の 
他の自治体で行われている入札方法等を幅広く調査したうえで、本 

市に導入可能な制度の内容を検旺し、公平性及び競争性の観点から 
区分 喜定性 難易度 理由・根拠 

導入の可否について検討を行う。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
他の自治体で行われている 
入札方法等の調査 

入札方法等の検駈 導入の可否の検討 

実 績 
161市閲査 (うち、153市回答) 

取 
他の自治体で行われている入札方法 洗い出しを行った他の自治体の入札方 検証結果に基づき、導入可能な入札方 

等を間委し、本市において導入可能な入 法等について、メリット・デメリットなどを本 法等について最終的な検討を行う。 

組 の 
札方法等の洗い出しを行う。 市の実情に合わせて多面的に検旺して また、検討に基づき必要に応じて、導 

午 いく。 人までの工程表やアクションプランの作 

度 計 画 

成を合わせて行う。 

上 
工事締負契約、業務委託における入 札制度等について、人口規模15万人以 上の161市に靭盃を依頼した。 また、電子入札については、他都市の 

半 期 取 組 状 況 

導入状況や導入経費等について相識収 集を行った。 

取組状況 
講l朋i講i順靭 漢壁書臆臆臆臆面‡悶 格蓮■臆臆臆臆面幽 

の秤価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善魚篭 

他の自治体の回答結果を集約する。 また、電子入札の導入については、事 務効率やコスト等多方面からメリット・デメ リットの分析を行う。 

下 工事請負契約、業務委託における入 札制度等について、人口規模15万人以 上の161市に閲杏を依頼した結果、153 市より回答があり、結果を集約した。 

半 また電子入札の導入については、リス 

期 取 組 状 況 

クの軽減や透明性の向上等のメリットは あるが、費用対効果が低いため、導入を 見送ることとした。 

取縄状況 
講i朋i欝l順閲 

担当 粧進 担当 稲造 

の蹄価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
鞘i丁4i難i丁4 龍i i欝i 龍i i難i の秤価 

効果顕 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点尊 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
肌 63 i体系番号i 2-(4) i重点取組項目i-i市民要具会からの意見聴取i- 
捏当(部(局)・室・課)i市民都市民総室市民課 i作成費使者鞘氏名i課長星野雅臣 

取組項目の名称 簡素で持続可能な窓口運営の実現 

取蝕項目の概要 
個人番号制度施行後の将来を見据え、行政機関連携等の影響範囲に注視する中で社会ニーズの把握に努め、将来に向けての 

コスト削減も視野に入 れた簡素で持続可能な窓口運営を実現する。 

取組項目の現状 個人番号制度稼動後のマイナン′トを活用した住民票の写し等のコンビニ交付の実施に伴い、関係部署と連携してサービス水 

と諜趨 準や方向性についても見直しを行っていく必要がある。 

取組により期待 個人番号制度稼動により窓口利用に 加え、コンビニ 交付を開始することにより、多様なニーズに応えられることから市民サービス 

される効果 の向上と簡素で持続的な窓口業務の平準化が期待できる。 

目標 ロ定量(単位) 取組の 
A 

目標設定の 
マイナンバー稼動後の影響範囲を見極め、更なる市民サービスの向上 

を目指すと共に市民課として取り組む利便性"正確性に配慮した行政サ 
区分 "定性 難易度 理由・根拠 

ービスを実現していく必要がある。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 マイナンバー稼動後の影響範囲の把握 
多様なニーズに対応できる 多様なニーズに対応できる 

窓口サービスの向上 窓口サービスの向上 

実 績 
マイナンバーカードの円滑な交付や普 及を図ると同時に、コンビニ交付の実施 に向けた広報・周知を行った。 

取 

○マイナンバー稼動後の愉報収集(通年) ○マイナンバー稼動後の情報収集(通年) ○マイナンバー椋動後の情報収集(通年) 

○個人番号カードの活用も視野に入れた窓 ○マイナンバーカードの利便性についての ○マイナンバーカードの利便性についての 

口体制の募集"提案(通年) 周知(6月-) 周知(6月-) 

○通知カード、個人番号カードの交付に係 ○コンビニ交付開始に向けた操作マ二ュア ○コンビニ交付についての情報提供(6月 

組 る実態把握(5-6月) ルの設置及び情報提供(6-12月) ー) 

の ○他市の取組状況の把握(7-8月) ○コンビニ交付開始後の問い合わせ対応(8 ○必要に応じて関係機関との調整(通年) 
年 ○マイナンバー稼動後の市民ニーズの把 月-) ○同様の取組を行っている他市の取組状 

度 計 画 

握(10-11月) ○同様の取組を行っている他市における情 況・課題・リスクの把握(7-8月) 

○個人番号カードの活用も視野に入れた窓 報収集(10-11月) ○窓口業務の課題・リスクの洗い出し(9- 

ロ業務における業務フローの見直し(12月) 

○必要に応じて関係機関との調整(通年) ○窓口業務の課題・リスクの洗い出し(12- 2月) 

10月) 

上 半 期 

マイナンバーのカードの交付については、 国におけるスケジュールの大幅な遅れが生 じていたが、課内でワーキング等を実施す る中で、マイナンバーカードの円滑で確実な 交付に努めてきた。 

取 引き続き、マイナンバー制度に関する実 
組 館把握と情報偶集に努めると共に、窓口業 
状 務におけるマイナンバーカード普及後の影 
況 

響範囲についても調査・研究を行っていく。 交付枚数11.512枚〈9月末人口比6.00勘 

取組状況 
就= -瑚i鶉i順調 

圏誓漢書臆臆臆面‡圏 担当 惟進 

の評価 部局 本部 都局 本部 

下半期に マイナンバーカードを利用した市民の利便 性に配慮した質の高い行政サービスの提供 

向けての として、平成29年7月から住民票の写し等 

改善魚篭 のコンビニ交付を開始することとなった。 

下 マイナンバーカードの交付が平準化して きたことから、「マイナンバー専用窓口」は9 月末で閉鎖し、引き続き受付カウンターでカ ードの交付等を行っている。-方、返戻され た通知カードについて、8月から居住実態閲 

半 盃を行い、可能な限り本人に受取っていた 
期 たくよう努めている。 

取 組 状 況 

また、コンビニ交付を利用するためには、 マイナンバーカードが必要であることから、 ホームページ・広報等で情報提供を行うと共 に、各窓口にiノ-フレットなどを設置して、マ イナンバーカードの普及促進とコンビニ交付 開始に向けた周知を図ってきた。 交付枚数13.495枚(2月末人口比7.06%) 

取組状況 
講1醐l籍i順調 

担当 捕逸 漢饗宴臆臆臆臆書面箆i 
の評価 部局 本郁 部局 本璧 
運成捜 

端IT41難IT4 
格堅案臆臆臆臆面‡幽 膿当 准進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に マイナンバー制度における情報連携の把 握に努めるとともに、マイナンバーを利用し たさまざまな効果について市民へ情報提供 

向けての していく必要がある。また、マイナンバーカー 

改善点等 

ドの普及促進に向けて新たに数値目標を立 て対応していく。 



甲府市行政改革大綱(2016 -2018)取組項目シート 

同、 64 体系番号 看
2-(4) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取i- 

坦当〈割く局)・室博)う市民部課税管理室資産税課 i作成責任吉城氏名i課長芦澤徹 
取組項目の名称 固定資産(土地・家屋)評価要領の整備 

取組項目の概要 本市における固定資産(土地"家屋)評価要領を整備し、評価事務の技術的な継承を図るとともに透明性を確保する。 

取組項目の現状 固定資産税におけ る固定資産の評価及び価格につし \ては、固定資産評価基準によるほか、当該基準の具体的な取扱いを定め 

と課班 る固定資産評価要領に基づき決定をしているが、納税 者への説明責任を果たすため透明性を確保する必要がある。 

取組により期待 される効果 
固定資産税の評価プロセスの透明性確保 

目標 □定量(単位) 

裏灘!A 
目標股定の 

地方税法舘403条第1項 
区分 "定性 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 現行固定資産評価要領の栢査 固定資産評価要領の改定 改定後の固定資産評価要領の模証 

実紬 現行固定資産評価要領の緒査 

取 

【共通】 【共通】 【共通】 

○税制改正への対応を実施する。 ○税制改正への対応を実施する。 ○改定後の固定資産評価要領を検証し、次 

【土地】 ○情報システムへの対応を実施する。 期(平成33年度)固定資産坪価替えへの準 

○地目別蹄価方法及び補正率等の栢盃を 【土地】 偏を実施する。 

実施する。 ○地目別評価方法及び補正率等を決定す ○次期情報システムへの対応を実施する。 

組 ○路線価付設のための鯛査基準の決定及 る。 【土地】 

の 年 度 

び土地価格比婆表の精査を行う。 ○路線価付設のための土地価格比準表を ○固定資産評価替えへの運用及び検柾を 

【家屋】 決定する。 実施する。 

計 ○種類"構造別評価方法及び採用資材の 【家屋】 【家屋】 

画 総点験を実施する。 ○種類・構造別評価方法及び採用資材の ○固定資産評価替えへの運用及び検証を 

○補正項目の係数の検討を実施する。 

総点検を実施する。 ○補正項目の係数の検討を実施する。 ○国から示される変更事項及び再建築費評 点補正率に対する対応を実施する。 

実施する。 

上 半 

【共通】 ○平成29年度税制改正への対応を実施し た。 【土地】 ○地目別評価方法及び補正率等の括盃を 実施し、土地評価取扱要領の見直しを行っ 

期 ている。 

取 ○路線価付設のための路線設定及び測定 
組 等基準を策定した。 

状 況 

【家屋】 木造家屋〈専用住宅"共同住宅"併用住宅" 店舗・事務所)について ○評価方法及び採用資材の総点検を実施 した。 ○補正項目の係数の点検を実施した。 

取組状況 担当) 娃進 担当 推進 圏≡看菓臆8臆臆面圏 
の評価 !面引 順明

本部
圃閲 

部局 本部, 部局 本部 

下半期に 向けての 改警点篭 

下 半 
【土地】 地目別評価方法及び補正率等の調査 を実施し、引き続き土地評価取扱要領の 見喧しを行った。また、路線価付設のた 

期 めの路線珊否を実施するとともに、土地 
取 価格比準表の精査を行った。 
組 【家屋】 

状 況 

非木造家屋(事務所・店舗"住宅"アパ -ト・工場・倉庫)について、坪価方法及び 採用資材の総点検を実施するとともに、補 正項目の係数の点検を実施した。 

取紺状況 の評価 鞘i順的i鶉l醐 漢聖書看臆8臆臆面閏 圏≡案臆臆臆臆音i話法i 
部局 本部 部局 本部 

運成度 “狸当 妊遣i 担当 准通 【婆漢書臆臆臆面閏 
の評価 圭部局,

丁4 糊口
丁4 

部局 本部! 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点尊 



甲府市行政改革大綱(2016~2018)取組項目シート
No. 65 体系番号i 2-(4) i重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取i- 
捉当(部(局)・室・ 課)i福祉保健部長寿支援至境がい福祉課 i作成責任舌戦氏名i課長長田 和平 

取組項目の名称 救急あんしん情報セット配付(陣がい者)事業 

取組項目の概要 

「救急あんしん情報セット」は、救急車を呼んだ際の救急隊への医療愉報の提供や、災害時の持ち出し品として活用することを目 

的とした物品であり、災害時等に第三者の支援が特に 必要となる方々の医療情報の伝達ツールとして有用であるため、無料での 

配付を実施する。 

取組項目の現状 

「救急あんしん情報セット」は、今まで「甲府市災害時重点的要援護者(一人暮らしの高齢者、陣がい者などを対象)登録制度(以 

下「登録制度」)」への登録勧奨として配付を実施してきたため、配付数は低迷(H23‥70個、H24:7O個、H25雷4個H26‥67個(陣が 

い者への配付数))していたが、登録制度が終了するこ と日半い、申請による配付方式に変更(配付対象は本市に在住・在宅で、身 

と課題 体:1-3級、楠神1-2級、療育A判定、及び準ずる方)となったため、今後は配付数の増加が見込まれている。 

「救急あんしん情報セット」は、地域で暮らす陣がい者の安心"安全を高め、地域ぐるみでの見守り活動を促進する資材であるこ 

とから配付事案を推進するため、周知を強化する。 

取組により期待 される効果 
陣がい者に対する地域の見守り体制の強化や安全と安心の確保を図ることができる。 

目標 ○定量(単位)配付吉敷(人) 取組の 
目 

目標設定の 
配付者数の見込み 

区分 □定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 380人 400人 420人 

実 撒 504人 

取 組 の 

○事業周知のため、広報誌やHP、「時が ○事業周知のため、広報誌やHP、「陣が ○事業周知のため、広報誌やHP、「陣が 

い者サービスガイド」等への掲載、窓口で い者サービスガイド」等への掲載、窓口で い者サービスガイド」等への掲載、窓口で 

の障害者手帳交付者への説明などを行 の障害者手帳交付者への説明などを行 の障害 者手帳交付者への説明などを行 

年 う。 う。 う。 

度 計 画 

○中綿受付・セット配付。 ○申請受付・セット配付。 ○申請受付"セット配付。 

上 
定期的に広報誌や他の媒体を通じて 事業周知を行うとともに、「陣がい者サー ビスガイド」や市HPへも事業内容を掲載 し、必要とする対象者への説明及び配付 

半 期 

を行った。 

取 組 状 況 

上半期配付数:275人 

取組状況 掴当 
順調 

推進 
順調 

担当 継進 担当 粧進 

の評価 部局 本部 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

下 
定期的に広報誌や他の媒体を通じて 事業周知を行うとともに、「陣がい者サー ビスガイド」や市HPへも事業内容を掲載 し、必要とする対象者への説明及び配付 

半 期 

を行った。 

取 組 状 況 

下半期配付数:229人 

取組状況 担当 
旧制 

種進 
順的 

担当 推進 担当 粧遣 

の蹄価 部局 本部 部局 本部 舘局 本部 

運威圧 担当 
丁5 

推進 
丁5 

担当 粧進 担当 椎進 

の常備 部局 本部 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善魚篭 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
肌 661体系番号1 2-(4) l重点取組項目l-(市民委員会からの意見聴取l- 
担当(郁(局)"窒・撰)i建設部まち開発室都市計画課 作成費儒者峨氏名 課長 石原修 

取組項目の名称 統合型GISを活用した開発 炸可等の情報管理と共有化 

取組項目の概要 開発許可等の属性データを統合型GISに入力することにより、情報の共有化を図る。 

取組項目の現状 市民などから、開発許可等 について問合せがあった場合、エクセルデータや紙ペースの資料で対応を行っているため問 

と謀飽 合せに対し時間を要する場合がある。 

取組I こより期待 統合型GISを活用することI こより、位置、規模、維可日などが速やかに確認できる。これにより、事務の効率化も図れ、市 

される効果 民サービスにつながる。 

目標 鵜定量(単位)処理件数(件) 取組の 
C 

目標股定の 
約5,000件あり、1件処理するのに30分を要する。通常業務を行 

う中で4件/日のペースで年250日入力を行い年間1,000件を目 
区分 口定性 難易度 理由・根拠 

標とする。5年計画で平成32年度の完成を目指す。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 1,000件 1,000件 1.000件 

実 績 1,044件 

取 組 の 年 度 計 画 

開発幹可、建築群可及び許可不要旺 開発許可、建築許可及び許可不要旺 開発許可、建築許可及び許可不要旺 

明などの属性データを統合型GISに入力 明などの属性データを統合型GISに入力 明などの属性データを統合型GISに入力 

を行い、開発紆可等の情報管理と共有化 を行い、開発許可等の情報管理と共有化 を行い、開発許可等の情報管理と共有化 

を図る。 を図る。 を図る。 

上 統合型GISでの作図方法や属性入力方 法などを磯貝が習得するための研修期 間を要したため、実績に遅延が生じてい る。 

半 期 取 組 状 況 

入力件数‥"323件 

取組状況 
鞘1遅延i鵜i遅延 

担当 椎進 田園臆1臆臆面‡圏 
の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けでの 改善点事 

目標達成のため、作業効率の改善を図っ ていく。また、毎月、実績を確超し、随時 改善策を検討する。 

下 統合型GISでの作図方法や属性入力 方法の工夫や技術力の向上、職貝相互 間の助言等、また毎月の実績確認とその 改善策の反映により、作業効率の改善が 

半 図られ目標を達成することができた。 

期 取 組 状 況 

入力件数‥"721件 

取組状況 議中間i畿i醐 担当 職進 担当 賎進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

選威圧 
諾IT41議IT4 

昭誓書臆臆臆園音量閣 抵当 推進 

の純価 部局 本部 部局 本勧 

効果額 l千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点専 

今後も技術力の向上を図りつつ、毎月、 実績を確認するとともに締度の確認を行 うなど改善策を検討しながら作業を進め る。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
=0. 67 体系番号1 2-(4) l重点取組項目l-1市民委員会からの意見聴取l- 
担当(部(局)・室" 蝶)i建毅郎まち保全室地籍調査課 作成責任者職氏名 撰長山中 勉 

取組項目の名称 地籍靭査データを活かした市民サービスの向上 

取組項目の概要 
土地境界の愉報を必要とする市民へ、普請した地籍データを迅速に提供するとともに市民相談サービス等の充実を図 

る。 

取組項目の現状 と探題 
土地の境界や権利関係など土地所有者間での複雑な課題が多く正確な土地境界データの提供が求められている。 

取組I こより期待 個々の土地の筆界が確認されることで、災害復旧 "復興の迅速化、課税の適正化、まちづくり分野等での活用がより図れ 

される効果 る。 

目標 □定量(単位) 取組の 
B 

目標設定の 
地籍調査に関する市民サービスが求められている。 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 操 地賠靭査データの有効活用 地籍調査データの有効活用 地籍調査データの有効活用 

実 績 きめ細やかな情報提供を行った 

取 組 の 年 度 計 画 

○ていねいで正確な窓口対応 ○ていねいで正確な窓口対応 ○ていねいで正確な窓口対応 

○地籍閲査データ(座標値等)の提供 ○地籍調査データ(座標値等)の提供 ○地籍調査データ(座標値等)の提供 

○土地境界諜越の解決へ向けた支援 ○土地境界課題の解決へ向けた支援 ○土地境界課越の解決へ向けた支援 

上 
・さ「わ」やかマナーを心かけ、来庁者の 目的を確認する中で、速やかな対応を行 っている。 ・地鮪データの提供を行った。 

半 街区基準点の使用、移設雛可:16件 

期 取 組 状 

座標値交付:347件(4,063筆) ・土地境界問題の相談者に対しては、可 能な限りの説明と法務局の制度等の案 

況 内を行った。 

取組状況 
龍i順調i翳l醐 

担当 種進 廻当 粧進 

の紳価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

下 "来庁者の目的を確認する中で、親切・丁 寧な対応を行っている。 ・地籍データの提供を行った。 街区基準点の使用、移設紳可:29件 

半 座標値交付:385件(3,846筆) 

期 取 組 状 況 

・土地境界開梱の相蝦に対しては、相韻 窓口の案内等を行った。 

取組状況 
鞘i順調i籍i順調 

担当 粧進 抵当 推進 

の評価 郎局 本部 部局 本部 

達成度 
謹IT41蒲IT4 

担当 推進 担当 推進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果顎 i千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点育 

・引続き地鮪調査データの提供を行って いくが、座標値交付については、特定の 者のためにする事務に該当することか ら、有料化の検討を行う。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート
∥句 68 体系番号( 2-(4) i重点取組項目)-i市民要員会からの意見聴取i- 
担当(部(局)・室" 裸)l教育部 生涯学習室 図書館 作成責任舌戦氏名 課長 本田 芳紀 

取組項目の名称 賞の高い図書館サービスの提供 

取組項目の概要 
新刊・書籍状況の確保や利用者のニーズを的確に把握し、有効かつ合理的な資料の収集を行うとともに、サービスネット 

ワークの活用やレファレンスサービスのより-層の周知i こより読書活動を椎進し、利用者の拡大を図る。 

取組項目の現状 利用者のニーズや資料的価値の高いものの収集、また、館としての独自性や特色を打ち出すための資料収集が課鰹で 
と課題 ある。 

取組により期待 される効果 
市民の知る権利の拡大につながり、甲府市における生涯学習の拠点施股としての重要性が高まる。 

目標 喜定量(単 位)来館者数(人/年) 取組の 
B 

目標設定の 前年度来館者数実績に対し、2%の増 

区分 □定性 難易度 理由・根拠 (H26来館者数実績:329,608人/年) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 342,924人/年 349,782人/年 356,778人/年 

実 線青 340,282人/年 

取 

○有効かつ合理的な資料の収集・保存 ○有効かつ合理的な資料の収集・保存 ○有効かつ合理的な資料の収集・保存 

○公民館図書室の有効活用 ○公民館図書室の有効活用 ○公民館図書室の有効活用 

○レファレンスサービスの周知 ○レファレンスサービスの周知 ○レファレンスサービスの周知 

組 ○学校図書館ネットワークを活用した読 ○学校図書館ネットワークを活用した蹄 ○学校図書館ネットワークを活用した読 

の 年 度 

書活動の推進 書活動の推進 書活動の推進 

○図書館業務マニュアルの見直しによる ○図書館業務マニュアルの見直しによる ○図書館業務マニュアルの見直しによる 

計 効率的な運営 効率的な運営 効率的な運営 

画 ○来館者アンケート等の実施による満足 ○来館者アンケート等の実施による満足 ○来館者アンケート等の実施による満足 

度向上 度向上 度向上 

○講演会や講座の充実 ○櫓満会や講座の充実 ○講演会や講座の充実 

上 
リクエストカード等 に沿った資料や価値 保管・保存を行った。 短歌講演会や醜み により利用者の要望 のある資料の収集・ 聞かせボランティア 

半 期 取 組 

基礎講座、公民館図書室においてほおは なしキャラバンを実施した。また、司書が すすめる本400冊を各小学校にネットワ 

状 ークを通して貸出を行った。 

況 上半期来館者数190.059人 

取組状況 
龍l順調i鶉i醐 

過当 推進 捉当 縮退 

の評価 部局 本帥 部局 本部 

下半期に 向けでの 改善点簿 

下 半 期 取 組 状 況 

上半期に引き続き、来館者数を増やす ためイベント等を実施した。 特に今年度は、創立90周年記念車巣 を開催し、来館者数の増貝に努めた。 

取粗状況 
講i順調i難i醐 

担当 継進 1堅漢書臆臆臆書面‡圏 
の評価 部局 本部 部局 本部 

達成度 
龍I丁4i籍i丁4 

担当 粧進 握当 稲造 

の評価 部局 本朝 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 

創立90周年記念事業等の実績を維持 できるよう、魅力ある事業の開催に務め ていく。 



甲府市行政改革大網(2016-2018)取組項目シート

博o. 69 体系番号1 3-(1) l重点取組項目l-1市民委員会からの意見聴取lO 
担当(部(局)・婁・ 課)i企画部企画総室総務課 作成責任者職氏名i課長深澤篤 

取組項目の名称 使用料及び手数料の見喧し 

取組項目の概要 
使用料及び手数料の見直し こついてi よ、少子高齢化の進展など社会経済情勢が変化する中で、「利用する人と利用しない人」と 

の住民間の公平及び均衡を確保し、適正な受益者負担金を設定するとともに、財政構造の健全化と行政運営の効率化を進め・コ 

ストに応じた対価を設定する観点から3年毎に見直しを行う。 

取組項目の現状 と課題 

平成25年度には平成26年4月1日の消費税率8%への引上げに対応するため、見直し検討を行い、公民館の使用 
料など30項目の料金改正をした。平成29年4月カ ら消費税率が10%に改定されることから、平成28年度において、3年 

ごとの見喧しと消費税率10駒への引 上げに対応する見直しをする必要がある。 

取組l こより期待 住民間の公平及び均衡を確保し、適正な受益者負担が設定される。 

される効果 財政構造の健全化と行政運営の効率化が図られる。 

目標 □定置(単 位) 取組の 
B 

目標徽定の 受益者負旭の公平性及び均衡を確保し、財政構造の健全化と行 

区分 喜定性 難易度 理由・根拠 財政運営の効率化を図る。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 
3年毎の見直しと平成29年4月1目の 使用料等の料金改定及び社会経済状 社会経済状況、国・県や他都市の動向を 

消費税率10%に対応した見直し 況、国・県や他都市の動向を把握する。 把握する。 

実 績 
「使用料・手数料の見直し基本方針」に 基づき、斎場使用料を改定した。 

取 

平成27年度に策定する「見直し基本方 4月1日に使用料等の料金改定を行 受益者負担のあり方などの調査研究を 

針(統一基準)」をもとに、すべての使用 う。 行い、平成32年度の見直しに備える対応 

組 料等の見直し検討と精査を行う。10月に 受益者負担のあり方などの閲査研究を を図る。 

の 年 度 き† 

政策会緩(原価計算の結果による使用料 行い、平成32年度の見直しに備える対応 

等の料金改定の審議)を行い12月機会 で条例改正を提案し、翌年4月からの消 

を図る。 

画 

賞税率改定に向けて、市民周知を図って いく。 

上 
平成29年度4月からの消費税率10% への引き上げは延期となったが、3年ごと の見直しに対応するため、昨年度策定し た「見直し基本方針(統一基準)」に基づ 

半 期 取 組 状 況 

き、各部に靭査票を提出してもらい、ヒア リングを行った。 

取組状況 
議i順的i籠ii醐 

漢婆臆臆臆面謹看 担当 粧進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点等 

下 各部局とのヒアリングや他都市等の状 況を閲査する中で、見直しの検討を行っ た。その結果、「斎場使用料」のみ改定す ることとし、福祉保健部が12月経会に条 

半 例改正案を提案し承認され、使用料の改 

期 取 組 状 況 

定を行った。 

取組状況 
鞘i順調l鞘∥ 川棚 

担当 掘進 臨…営臆臆臆臆音漢縫幽 
の紳価 部局 本部 部局 本部 

遠戚度 
鵠IT41籠IT4 

担当 粧遣 担当 難進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

効果顔 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 

次期に向けては、H31年度の中核市へ の移行や消費税等改定に向け研究が必 要。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート 
No 70 体 系番号1 3-(1) l重点取組項目l-1市民要具会からの意見聴取IO 
担当(部(局)・室・ 蝶) 企画部 企画財政室 行政改革課 作成責任舌戦氏名 課長 有賀 研- 

取組項目の名称 開 与法人の適正化 

取組項目の概要 
関与法人(第三セクターのうち出資比率が25%以上の法 人、または財政的支援を行っている法人のうち市域貝を派遣し 

ている法人)について、「甲府市関与法人の自立経営促進方 針」に基づき、自立的経営の促進を図る。 

取組項目の現状 と課趨 
関与法人の経営状況や社会情勢の変化に応じ、市からの支援のあり方を検討する必要がある。 

取組により期待 される効果 
関与法人の自立的経営が進み、事務事業の効率化や負担軽減が期待される。 

目標 
S定重く単位)経営状況についての予備 

く 

取組の 
C 

目標設定の 
関与法人の自立的経営には良好な経営状況であることが 不可欠であるため全8団体が評価Aである￣とを目標とす 

区分 
的診断○○よる評価ねAの法人数(法人) □定性 

難易度 理由・根拠 
回 る。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 8法人 8法人 8法人 

英 紙 8法人 

取 

○担当謀へ「関与法人に関する閲査表」 ○担当課へ「関与法人に関する調査表」 ○担当蝶へ「関与法人に関する調査表」 

による報告依頼 による報告依頼 による報告依頼 

組 ○調査表の分析 ○調査表の分析 ○調査表の分析 
の ○ホームページでの財務状況等の公開 ○ホームページでの財務状況等の公開 ○ホームページでの財務状況等の公開 

年 度 

O「甲府市関与法人の自立経営促進方 O「甲府市関与法人の自立経営促進方 O「甲府市関与法人の自立経営促進方 

計 画 

針」について必要に応じ見喧しを行う。 針」について必要に応じ見直しを行う。 針」について必要に応じ見直しを行う。 

上 半 期 取 組 状 況 

「甲府市関与法人の自立経営促進方 針」について、「公益法人制度改革への 対応」が完了していることによる規定の削 除などの一部改正を行った。 

取組状況 講i醐i難i朋 
担当 推進 担当 粧進 

の紳価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けでの 改善点等 

下 10月に各関与法人の監督所管課に対 し、関与法人の経営状況に関する明査表 の報告依頼を行い、提出された珊査表の 内容を楕重し、経営状況の評価や今後の 

半 方向性を確認した。その舘果、関与法人 

期 取 組 状 況 

と位置付けている8法人すべてにおいて A判定(経営努力を行いつつ事業は継 続)であることが確認された。 

取組状況 鞘i醐i翳i憫 
担当 粧遣 1婆漢書臆臆臆書面:圏 

の締価 部局 本部 部局 本部 

違威圧 
鵠IT41難IT4 

担当 推進 授当 確進 

の評価 節局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善魚篭 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート

皿 71 体系番号i 3-(1) 「重点取組項目i-i市民委員会からの意見聴取iO 
抵当(部(局)・窒・ 練)l企画部企画財政室財政課 i作成責任者職氏名i課長下山聡 
取組項目の名称 健全な財政運営の堅持 

取組項目の概要 財政運営の健全性を判断する健全化判断比率(4指標)の上昇を抑制し、健全な財政運営を堅持する。 

取組項目の現状 と課題 

平成26年度〈2015年度)決算における健全化判断比率(4指標)は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財 
〈 

政状う 則こある。しかし、今後において しみ処理拡散の 投及び現施股の などにより 業 力 加 向にある」とか 

ら、将来負担比率に ついては上昇することが見込まれる。 

取組により期待 財政の硬直化の要因となる市債の発行を抑えることで、健全化判断比率上昇の抑制に繋がり、引き続き健全な財政状況 

される効果 を維持することができる。 

目標 

喜蒲士魂寡掌罵艶、こと 口走性 

取組の 
B 

目標設定の 健全化判断比率は財政運営の健全性を判断する指標であるた 

区分 難易度 理由・根拠 め。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 

①実質赤字比率 - ①実質赤字比率 - ①実質赤字比率
- 

②連結実質赤字比率 - (②連語実質赤字比率
- ②連結実質赤字比率

一 

③実質公債費比率(推計値)7.5 ③実質公債費比率(推計値)7.8 ③実質公債費比率〈椎請値) 7・8 

④将来負担比率(推計値)78.8 ④将来負担比率(推計値)88.8 ④将来負担比率(推計値)92.1 

実 績 7月に数値確定予定 

取 組 の 

各比率の改善に向け、地方交付税措 各比率の改善に向け、地方交付税措 各比率の改善に向け、地方交付税措 

恒のある有利な市債の計画的な活用や、 直のある有利な市債の計画的な活用や、 直のある有利な市債の計画的な活用や、 

見積もり合わせによる低利な資金捌連な 見積もり合わせによる低利な資金閲連な 見積もり合わせによる低利な資金靭連な 

どにより、公債費を抑制し、将来負担の どにより、公債費を抑制し、将来負担の どにより、公債費を抑制し、将来負担の 

軽減を図る。また、未利用市有地の頒極 軽減を図る。また、行財政改革をより一層 軽減を図る。また、行財政改革をより-屑 

年 的な売却により自主財源の確保を図る。 推進することにより、行政需要の抑制に 推進することにより、行政需要の抑制に 
度 さらに、企業会計における経営状況や 努め、将来負担に対する充当可能財源で 努め、将来負担に対する充当可能財源で 
計 資金不足比率に注視し、協漁を行う中で ある基金の増額を図る。 ある基金の増領を図る。 
画 

必要な措置を請じる。 さらに、企業会計における経営状況や さらに、企業会計における経営状況や 

資金不足比率に注視し、協環を行う中で 資金不足比率に注視し、松組を行う中で 

必要な措置を講じる。 必要な措置を靖じる。 

上 半 期 取 組 状 況 

資金明達については、競争原理による 低利での借入をするため、銀行からの借 入において、借入利率の見積もり合わせ 

を行った。 

取組状況 
諾ii醐i籠i醐 漢婆漢書臆臆臆面幽 担当 椎進 

の評価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 本市の財政状況や予算要求"予算執 行における経費節減などについて職貝に 周知徹底を図り、健全な財政運営を堅持 

改善点等 していく。 

下 半 期 取 

次年度の予蔓要求説明会において、 本市の財政状況や、予算要求、予算執行 における経費節減などについて、職貝へ の周知徹底に努めた。 資金間違については、競争原理による 低利での借入をするため、銀行からの借 

組 人において、借入利率の見積もり合わせ 

状 況 

を行った。 

取組状況 
端i順調i講i順調 

担当 継遣 【饗宴臆臆臆臆書面‡圏 
の評価 部局 本邸 部局 本部 

達成度 
議I丁4i難1丁4 

担当 娃進 提当 推進 

の秤価 部局 本部 部局 本部 

効果額 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点等 

新ごみ処理施設の稼働に伴う現施設 の解体や公共船級の老朽化対策などに より事業費の増大が見込まれるため、経 費節減の徹底や市債発行の抑制などに 努める。 



甲府市行政改革大綱(2016-2018)取組項目シート

平成28年度 
\

平成29年度 平成30年度 

目 標 56,088KWh 56.088KWh 56.088KWh 

英 紙 55,124KWh 

取 組 の 年 度 計 画 

効果的な電気の使用を心がけ、特に執務 効果的な電気の使用を心がけ、特に執務 効果的な電気の使用を心かけ、特に執務 

室(窓口)以外の電灯・冷暖房施設等の節 窒(窓口)以外の電灯・冷暖房施設等の節 室(窓口)以外の電灯"冷暖房施設等の節 

屯に取り組む。 電に取り組む。 垣に取り組む。 

上 
職貝の健康管理面に配慮しなから執務 室や会議室の冷房等使用の節電に取り 組んだ。 

半 期 取 組 状 況 

4月-9月まで 24.164KWh 

取粕状況 
鵠)順調i籠!)醐 鞘i i鶉l 

授当 確進 

の純価 \部局 本部 

下半期iこ 向けての 改善点等 

冬季に向けて、引き親き職貝の健康管理 面に十分配度しながら、暖房などの節電 に取り組む。 

下 
職貝の健康管理面に十分配慮しながら、 目標を達成するため、効率的かつ効果的な 電気使用を心がけ、通路など共有部分の電 

半 灯の間引きを行った。また、夏期や冬期に 

期 取 組 

おける冷暖房の使用についても、常に節電 に心がけた。その結果、平成27年度に比べ 

状 況 

2%の節電を達成した。 平成28年度55,124KWhl,042千円 

取組状況 
鞘l順調i難自 嘲 担当 娃進 担当 推進 

の評価 部局 一 本部 帥局 本部 

達成度 
講I丁4i鶉I丁4 

婦当 凝進1 担当 雑進 

の評価 都局 本郎i \部局 本部 

効果額 12 千円 千円 千円 

次期に 向けでの 改善点等 

職貝の健康面を考慮しながら、効果的な 電気の使用を心かけ、今年度同様節電 に取り組む。 



甲府市行政改革大網(2016-2018)取組項目シート

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目 標 22,676kwh 22,676kwh 22,676kwh 

実 撒 22.616kwh 

取 

職貝の健康管理面に十分配慮しなが 職貝の健康管理面に十分配慮しなが 職員の健康管理面に十分配虜しなが 

ら、効率的かつ効果的な出張所の電気 ら、効率的かつ効果的な出張所の電気 ら、効率的かつ効果的な出張所の電気 

使用を心がけ 昼間の窓口以外の消灯 使用を心がけ、昼間の窓口以外の消灯 使用を心がけ、昼間の窓口以外の消灯 

組 の 
や電灯の間引きなどを行い節電に取組 や電灯の間引きなどを行い節電に取組 や電灯の間引きなどを行い節電に取組 

年 度 計 画 

む。 む。 む。 

上 半 期 取 組 状 況 

昼間の窓口以外の消灯や電灯の間引 きなどを行い節電に取り組んだ。 4月-9月まで8,107kwh 

取組状況 
議i順甑i欝i醐 

提当 確進 担当 推進 

の秤価 部局 本部 部局 本部 

下半期に 向けての 改善点肇 

冬季に向けて、引き続き戦目の健康管理 面に十分配慮しなから、暖房などの節電に 取り組む。 

下 半 期 取 組 状 況 

引き続き昼休み時間帯の事務室の消 灯やトイレ棟の蛍光灯の間引きを行うな どの節電に取り組んだ。 通年電力使用量22.616kwh 

取組状況 の鮮価 龍i順瑚i欝ii醐 蒜: :謀i 
鯉当 姓進 

寓居 本部 

達成度 
鵠i丁4i講i丁4 

圏誓書臆臆臆音量竜田 担当 推進 

の蹄価 部局 本部 部局 本勘 

効果領 16 千円 千円 千円 

次期に 向けての 改善点尊 


